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１.はじめに 

平成23年度第4回保安検査（平成24年2月27日～平成24年3月9日）において，当社柏崎刈羽

原子力発電所第2号機，第3号機及び第4号機の長期停止に伴う「特別な保全計画」※１の実施状

況について確認を行った。その結果，計測制御設備における個別の機器について，「特別な

保全計画」で定めることとしていた具体的な点検計画が定められていないこと，さらには，

技術検討書に示された点検間隔を超過した機器が多数存在していたことが確認された。 

 

平成24年5月23日，本件について経済産業省原子力安全・保安院より，柏崎刈羽原子力発電

所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という）に違反があったと判断され，直接原因及

び組織体制に起因する根本原因を究明し，それらの再発防止対策を策定して報告するよう指

示注１を受けた。 

 

本件は，「特別な保全計画」に従った保守管理業務に必要なプロセスが計画されていなか

ったことが，保安規定第3条に規定されている業務の計画に係る要求に違反していること，及

び，「特別な保全計画」に従って点検・補修等の保全が実施されなかったことが，保安規定

第107条に規定されている保全の実施に係る要求に違反しているとの指摘を受けたものであ

る。 

 

平成24年7月17日，指示に従って分析を進めるにあたり，プラントの長期停止の発端となっ

た中越沖地震発生時まで事実確認を遡って確認する必要が出てきたこと，問題点の所在を精

査することなど，分析の精度を向上させるために，経済産業省原子力安全・保安院に報告書

の提出期限を延長する旨を報告注２した。 

 

平成24年8月13日に中間報告を経済産業省原子力安全・保安院に提出し，その後も根本的な

原因を含む原因の究明及び再発防止対策の検討を進め，本報告書にその結果をまとめた。 

 

注１．東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反につ

いて（指示）（経済産業省原子力安全・保安院）（平成24･05･21 原院第1号）（平成24年5

月23日） 

注２．「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反に

ついて（指示）」及び「柏崎刈羽原子力発電所、福島第一原子力発電所及び福島第二原

子力発電所の点検周期を超過した機器における保安規定違反について（指示）」の報告

延期について（東京電力株式会社）（原管発官24第236号）（平成24年7月17日） 
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２.事象概要 

平成19年7月16日，中越沖地震の発生により，当社柏崎刈羽原子力発電所の全プラントが自

動停止した。 

 

平成21年4月1日の電気事業法施行規則施行に伴い，当社は，「特別な保全計画」を国へ提出

し，第一保全部 計測制御（1･4号）及び（2･3号）グループ（以下「計測制御グループ」とい

う）は，「特別な保全計画」に基づく保全を開始することとなった。 

 

平成21年8月12日，計測制御グループは，「特別な保全計画」に基づく具体的な運用の考え

方を定めた技術検討書を作成した。技術検討書では，点検間隔を主要な計器※２については極

力27ヵ月，その他計器※３については34ヵ月を目安として設定されたが，プラント復旧工程と

点検間隔の関係から点検不要と結論づけられ，具体的な点検計画は作成されなかった。 

 

しかしながら，その後，プラント停止期間が耐震強化工事等により延伸したため，本来で

あれば，「特別な保全計画」に基づく点検が実施されるべきだったが，具体的な点検計画が

作成されることはなく，機器の点検が適切に実施されなかった。その結果，プラント長期停

止中に行うべき「特別な保全計画」に基づいて自ら定めた点検間隔を超過している機器が多

数存在することとなった。 
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３．分析チームの体制と活動計画 

３-１．分析対象（事象抽出の根拠） 

「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における保守管理不備に係る保安規定違反に

ついて（指示）」（経済産業省原子力安全・保安院）（平成 24･05･21 原院第 1 号）（平成 24

年 5 月 23 日）にて本事象が，保安規程違反（違反２）との判定がなされたことを受け，当

社は，「原因分析の実施マニュアル」に定めた個別不適合分析スクリーニング基準との照合

を実施した。その結果，保安規定違反（違反２）に該当する安全に重大な影響を与える事象

であることを確認し，本事象を根本原因分析の対象とすることとした。 

 

３-２．分析チームの実施体制 

分析チームは，中立性を確保するために，今回の事象に直接的な関わりのない品質･安全

部を主体として編成した。また，当社の「原因分析の実施マニュアル」には， 

・分析チームは，必要な情報にアクセスできる権限を有するとともに，経営層や関連部門に

対するインタビュー（以下「聞き取り」という）も含め調査できる権限を有する。 

・組織は，根本原因分析に携わる者が，そのことによって不利益を被ることのないように保

護し，客観的に分析評価可能な環境を整備する。 

と記載されており，分析チームの権限が確保されている。 

分析チームリーダー及び分析員については，それぞれ分析チームリーダー，分析員の認定

資格を有する者とし，これらのメンバーで分析を行う体制とした。 

分析チームリーダー及び分析員については，当社の「原因分析の実施マニュアル」に基づ

き以下のとおり選定しており，日本電気協会電気技術規程「原子力発電所における安全のた

めの品質保証規程（JEAC4111-2009）」の附属書「根本原因分析に関する要求事項」に規定さ

れている中立性及び力量の要件を満たしている。 

 

  分析チームリーダー：中立性の観点から，今回の事象に直接関わりのあった部門（計測制御

グループ，第一保全部 保全計画グループ（以下「保全計画グループ」

という）に所属をしていない品質・安全部 品質保証グループ（以下

「品質保証グループ」という）から選定している。なお，今回の事象

及び過去の類似事象の発生期間にて直接関わりのあった部門に所属

していないことを異動履歴から確認している。 

 また，根本原因分析に関する研修（日本原子力技術協会主催の研修）

を受講しており，原子力発電所の実務経験を有していること，及び管

理職的立場（品質保証グループマネージャー）であることから，分析

チームリーダーとしての力量を満たしている。 

  分  析  員  ：中立性の観点から，今回の事象に直接関わりのあった部門（計測制御

グループ，保全計画グループ）に所属をしていない品質保証グループ

から 6 名を選定している。選定した 6 名は今回の事象及び過去の類似

事象の発生期間にて直接関わりのあった部門に所属していないこと
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を異動履歴から確認している。 

 また，6名とも根本原因分析に関する研修（社内研修又は日本原子力

技術協会主催の研修）を受講していることから，分析員としての力量

を満たしている。 

 

計測制御グループメンバー ２名 

業務専門家：〔技術支援〕 

品質保証グループメンバー １名 

分析チームリーダー：〔指揮・総括・調整〕 

品質保証グループマネージャー 

分析員：〔調査・分析〕 

品質保証グループメンバー ６名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
：分析の主体 

 
分析チームの体制 

 

 

３-３．分析手法 

分析手法として，当社が開発した「SAFER」を用いた。 

SAFER（Systematic Approach For Error Reduction）： 
ヒューマンファクター工学に基づき，事故やトラブル等の事例を効果的に分析すること

を目的に開発された体系的なヒューマンエラー分析手順であり，当社にて開発し，改良を

重ねているものである。確認された情報を時系列図として整理し，続いてエラーに至った

背後要因の因果関係を背後要因図として整理し，それらの分析図よりエラー低減対策を立

案する手順となっている。 
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３-４．活動計画 

根本原因分析を，日本電気協会電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保

証規程（JEAC4111-2009）」の附属書「根本原因分析に関する要求事項」に沿った次のプロセ

スにて実施した。 

 

 

①分析対象の決定  

 

 
②分析チームの体制決定と活動計画の策定 

③事象の把握と問題点の整理 

 

 

 

 

 

⑥是正処置及び予防処置の検討・提言 

⑦是正処置及び予防処置の決定・実施 

④類似事象の調査 

⑤分析の実施及び組織要因の検討 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

なお，根本原因分析については，経済産業省原子力安全・保安院の「根本原因分析に対す

る国の要求事項について」（平成19年1月25日制定）及び「事業者の根本原因分析実施内容を

規制当局が評価するガイドライン」（平成22年9月3日改訂1）に基づき，日本電気協会電気技

術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」の附属書「根

本原因分析に関する要求事項」及び電気技術指針「原子力発電所における安全のための品質

保証規程（JEAC4111-2009）の適用指針－原子力発電所の運転段階－（JEAG4121-2009）［2011 

年追補版］（根本原因分析に関わる内容の充実）」の附属書-2『「根本原因分析に関する要

求事項」の適用指針』を参考にして，検討を行った。 

 

３-５．調査・分析実施状況  

平成24年5月21日～平成24年9月21日 
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４.事象の把握と問題点の整理 

「柏崎刈羽原子力発電所における計測制御設備の保守管理不備に係る報告について（その

２）」（東京電力株式会社）（平成24年4月13日）における調査の結果，計測制御グループが

所管している計測制御設備については，点検間隔超過機器が3,529台（第2号機312台，第3号

機1,603台，第4号機1,614台）確認された。なお，原子炉設備，タービン設備及び電気設備に

ついては,点検間隔を超過した機器はなかった。 

計測制御グループでは，点検間隔を超過した機器が確認された第 2～4 号機の計測制御設備

に対して，同一内容の保全計画「特別な保全計画」及び技術検討書を適用して保全を実施する

こととしていた。また，3,529 台全ての機器の点検間隔超過については，プラント停止期間の

延長に際して，機器ごとの具体的な点検計画表が作成されず，点検の発注に至らなかったこと

に起因していた。事象発生の原因及び事象発生に至ったプロセスが同一であることから，本分

析においては，3,529 台全ての機器に対して個別の分析を行うことなく，一つの事象として扱

うこととし，根本原因分析を実施した。 

 

４-１.資料の収集及び聞き取り調査 

今回の事実関係を整理するため，次のとおり資料の収集及び聞き取り調査を行った。 

 

（１）収集した主な資料 

・保守管理基本マニュアル 

・プラント長期停止時対応マニュアル 

・スタンスペーパー「1号機 計装品長期保管時における健全性評価の確認について」 

・検査及び試験基本マニュアル 

・技術メモ「計装品長期保管時における健全性評価の確認について」 

・原子力発電所機械，電気，計装及び廃棄物処理設備点検手入れマニュアル 

・保安規程（保全計画）手引き 

・柏崎刈羽原子力発電所 第 2 号機 保全計画（第 12 保全サイクル） 

・柏崎刈羽原子力発電所 第 3 号機 保全計画（第 10 保全サイクル） 

・柏崎刈羽原子力発電所 第 4 号機 保全計画（第 10 保全サイクル） 

・技術検討書作成・処理ガイド 

・技術検討書「新潟県中越沖地震によるプラント長期停止に伴う計測制御設備の特別

な保全計画の基本的な考え方」 

 

（２）聞き取り調査 

  本事象に関わる当時の関係者 26 名に聞き取り調査を実施した。 
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４-２.事実関係に基づく時系列の整理と問題点の整理 

「４-１．資料の収集及び聞き取り調査」で収集・調査した情報に基づき，事実関係を時系

列図に整理し，問題点①から問題点⑩及び問題点Ａ～Ｂ（本事象の直接的な原因ではないが，

調査の過程で判明した問題点）の計12個の問題点を抽出した。 

〔添付資料－１，２〕 

 

なお，以下の記述においては，関与した個人を匿名的に識別し，実施した行動等を具体的に

記述した。さらに，問題点を「本来どのようにあるべきだったのか」という観点に基づいて具

体的に記述した。 

 

 平成19年7月16日，中越沖地震の発生により，当社柏崎刈羽原子力発電所の全プラントが

停止し，地震後の対応として，計測制御グループは機器の健全性確認を含めた点検を開始し

た。その後，プラントの停止期間が300日を経過したため，計測制御グループでは，「プラン

ト長期停止時対応マニュアル」に基づく対応が必要と認識した。「プラント長期停止時対応

マニュアル」には，計測制御設備の長期保管に関わる記載がなく，起動前点検の対応方法に

ついてのみ記載されていたため，計測制御グループは，起動前点検の方法についてのみ技術

メモにて定めた。なお，技術メモは，保全計画へのインプット情報として使用できることを

「保守管理基本マニュアル」で定めている。 

 

 

計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過した時点で，「プラント長期停

止時対応マニュアル」に基づき，「特別な保全計画」を作成すべきだった。しかしながら，

長期保管中の具体的な対応内容がマニュアル上不明確であったことから，起動前点検方

法の検討のみを行い，停止中の点検方法については検討を行わなかった。 

【問題点①】 

 

平成 20 年 8 月 29 日の電気事業法施行規則公布に伴い，当社は平成 21 年 4 月 1 日までに

保全計画を提出することとなったが，保全計画には，地震発生に伴うプラント長期停止に基

づく「特別な保全計画」を含める必要があり，具体的には，計測制御設備におけるプラント

停止中に機能要求のある設備について，対象機器，点検間隔等を記載する必要があった。こ

れらの記載事項について，詳細な内容を定めるため，「技術検討書作成・処理ガイド」に基

づき，技術検討書を作成することとした。しかしながら，点検間隔に関する検討に時間を要

していたこと，また，「原子力発電所機械，電気，計装及び廃棄物処理設備点検手入れマニ

ュアル」を参考として点検間隔を 27 ヵ月と定めるとすれば，ただちに点検の必要はないと

判断していたことから，平成 21 年 3 月 19 日，当面は先に作成された技術メモに従うことと

し，保全計画が承認された。 
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保全計画の承認後，計測制御グループは，引き続き技術検討書の作成作業を進めた。対象

機器については，プラント停止中に機能要求がある機器を含める必要があったが，ここでは

停止中に機能要求がない機器についてもドリフトを伴う機器については併せて管理してい

くこととした。このため，対象となる機器が膨大な数となり，結果的には重要度の高い機器

まで含めて管理が不十分な状況となってしまった。 

 

 

 

対象機器については，先に検討されていた技術メモに従い，「主要な計器」と「その他計

器」の２つに分類して整理された。技術メモがプラント起動前の点検を焦点に検討がなされ

ていた背景から，「主要な計器」には検査対象とされている計器が選定され，それ以外の計

器は「その他計器」と定められた。検査対象の計器には，定期事業者検査，使用前検査，保

安規定に係る計器が含まれていたが，定例試験に用いる計器は，本来は「停止中に機能要求

のある計器」であることから「主要な計器」に含まれるべきところ，「その他計器」に含ま

れていた。 

 

 

【問題点④】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象設備をプラント停止中に機能要求

のある設備と定め，技術検討書にて具体的内容を定めた。技術検討書の「主要な計器」

においては，定期事業者検査，使用前検査，保安規定に係る計器，定例試験に関わる計

器が含められるべきだった。しかしながら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて検

討してしまったため，定例試験対象計器が「主要な計器」の対象からもれてしまった。

【問題点③】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象となるプラント停止中に機能要求

がある機器に対し，自ら遵守できるような点検計画を定めるべきだった。しかしながら，

技術検討段階において停止中に機能要求がない機器についても「特別な保全計画」の点

検対象と定めたことにより，点検すべき対象機器が膨大な数となり，自ら定めた点検計

画を遵守できなかった。 

【問題点②】 

計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針について十分に検討した上で

「特別な保全計画」を完成させるべきだった。しかしながら，規制要求に対する時間的

な余裕がなかったことから，技術検討書の具体的な検討方針を別途定めることとして保

全計画の作成を終えてしまった。 

 

点検間隔については，「原子力発電所機械，電気，計装及び廃棄物処理設備点検手入れマ
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ニュアル」に記載されている内容を参考にし，「主要な計器」の点検間隔は 27 ヵ月が妥当で

あるとされた。一方で，「その他計器」についてはマニュアル類に参考にできる内容がなか

ったため，過去の点検データから簡易的な評価を行い 34 ヵ月で管理することと定めた。な

お，いずれの点検間隔に対しても，日本電気協会電気技術指針「安全保護系計器のドリフト

評価指針（JEAG4621-2007）」等，社外の一般的な規格基準を用いた評価は行われなかった。 

 

 

 

しかしながら，これらの点検間隔を技術検討書に記載する際，厳守すべきものであること

の認識が弱かったことや，対象機器が膨大な数に及ぶことから実際に管理していくことへの

懸念を考慮し，「極力 27 ヵ月」，「34 ヵ月目安」と，要求事項をあいまいにして記述した。 

 

 

 

技術検討書の作成当時の状況においては，検討結果で得られた 27 ヵ月や 34 ヵ月の点検間

隔よりも先にプラントが復旧して起動する工程となっていた。このため，技術検討書には，

「特別な保全計画」に関する検討は行ったものの，実際にはその対応は不要であると記載さ

れた。後に，この「対応は不要」という箇所が関係者の印象に強く残り，前提条件として用

いられたプラントの復旧工程が変化した際に，的確な対応を妨げる一因となった。 

 

 

【問題点⑥】 

計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計画」に基づく点検が必要とな

る条件を記載すべきだった。しかしながら，技術検討書作成時点では，「特別な保全計画」

に基づく点検が不要と判断されたことから，点検が必要となる条件を明記しなかった。

【問題点⑤】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を適切に定め，それを遵守する

必要があった。しかしながら，計測制御グループは，具体的な点検間隔の評価結果を得

たにもかかわらず，それを実行するための技術検討書の作成にあたっては，点検間隔を

「目安」や「極力」と付記して定め，「特別な保全計画」の要求事項をあいまいにした。

【問題点Ａ】 

（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点） 

計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検間隔を定める際に，客観的な妥当性が

十分に得られるような検討を行うべきであった。しかしながら，社内マニュアルに基づ

く数値の採用や過去の点検データに基づく簡易的な評価により点検間隔を定めており，

一般的な規格基準を参照しなかったため，客観性が不十分な検討結果となった。 

 

通常であれば，技術検討書の検討結果に基づき，点検実績等の現状把握がなされ，具体的
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な個別機器の点検計画が立案されるはずであったが，「特別な保全計画」の対応が不要とい

う結論に伴い，点検実績等の現状把握も行われなかった。 

 

 

 

その後，耐震強化工事等によりプラント復旧工程が変化した際，本来であれば検討時の前

提条件が変化したことから，「特別な保全計画」の対応方針の見直しに取りかかる必要があ

った。しかしながら，前提条件が変化する可能性を考慮した「特別な保全計画」の管理方法

を定めていなかったため，前提条件の変化に合わせてすみやかに対応することができなかっ

た。 

 

 

【問題点⑧】 

計測制御グループは，技術検討書における検討の前提条件として定めたプラント復旧

工程に変化が生じた時，「特別な保全計画」の対応方針を変更すべきだった。しかしなが

ら，前提条件の変化に備えた「特別な保全計画」の具体的な管理方法を定めていなかっ

たため，プラント復旧工程に変化が生じた際に，すみやかに「特別な保全計画」の対応

方針を変更できなかった。 

【問題点⑦】 

計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり次第，対象機器や点検実績

を把握し，個別機器の具体的な点検計画表の作成が適切な時期に行われるようにしてお

くべきであった。しかしながら，計測制御グループは，技術検討書にて「特別な保全計

画」に基づく点検が当面不要という結論を得たことから，対象機器，点検実績の現状把

握を行わず，適切な時期に点検計画表を作成できなかった。 

 

平成 22 年 7 月～平成 22 年 10 月，計測制御グループは，取水路の隔離時に，その状態の

時期にしか点検できない計器のことを考慮した結果，「特別な保全計画」に基づく点検を実

施することとした。その際，取水路の隔離状態に関わらない計器については，点検期限まで

余裕があると考え，プラント起動前にドリフト評価を実施することとした。このとき，計器

の点検実績が把握できており，「特別な保全計画」にて定めた点検間隔に基づく具体的な点

検計画表が作成されていれば，点検期限までの猶予期間が明確になり，ただちに適切な対応

に至った可能性がある。 
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平成 22 年 12 月～平成 23 年 2 月，第一・第二保全部（以下「保全部」という）は，点検

長期計画表における点検周期超過の調査を実施した。本調査の具体的な指示内容は，点検長

期計画表により管理される機器が，各定期検査において機器に対応した適切な点検が実施さ

れていることの確認や，機器の点検発注漏れの有無の確認等であった。この際，計測制御グ

ループは，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査については別の機会に調査指示

が出されるものと考え，調査対象外としてしまった。また，点検実績の管理がなされていな

かったことから，ただちに調査を実施することは不可能と考えた。 

 

 

【問題点⑩】 

計測制御グループは，点検長期計画表における点検周期超過の調査時に，「特別な保全

計画」に関する点検間隔超過の調査を行うべきであった。しかしながら，計測制御グル

ープは，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査については上層部からの調査指

示に含まれておらず，また，点検実績を管理していなかったことから，ただちに調査を

実施することは不可能と考え，調査対象外としてしまった。 

【問題点⑨】 

計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて計器の点検を実施した際，取水路の

隔離状態に関わらない他の計器についても「特別な保全計画」に基づく点検をすみやか

に実施すべきだった。しかしながら，「特別な保全計画」に基づく具体的な点検計画表を

作成しておらず，点検実績の把握もしていなかったため，取水路の隔離状態に関わらな

い他の計器について，「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必要性に気

づかなかった。 

 

平成 23 年 12 月 16 日，第 3 号機のSGTS※５手動起動試験が実施され，その後，試験に立ち

会った保安検査官より，試験に使用している計器の校正期限に関する指摘を受けた。確認の

結果，「特別な保全計画」の実施状況に不備があったことが明らかとなった。仮に，計器の

使用者である当直員から同様の指摘がなされていれば，より早期に対応は可能だったと考え

られるが，実際には，設備所管グループである計測制御グループが設備を適格に管理してお

くことを前提としていたため，点検期限に関する情報は運転員に伝えられる仕組みはなく，

点検間隔超過の可能性について当直員が計測制御グループへ指摘することはできなかった。 
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（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点） 

計測制御グループは，計器を使用する当直員が点検期限を容易に把握できるように情

報提供しておくべきだった。しかしながら，計測制御グループからの情報提供が行われ

なかったため，当直員から定例試験に関わる計器の点検間隔超過に関する指摘が行われ

なかった。 

【問題点Ｂ】 
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５.類似事象の調査 

当社対策の参考とするため，日本原子力技術協会が公開している「ニューシア 原子力施

設情報公開ライブラリー」（以下「ニューシア」という）より，国内外で発生した類似事象を

調査した。点検周期の超過を原因とし，保安規定違反に至った事例として，社外にて 2 件が

該当した。 

また，並行して行った「柏崎刈羽原子力発電所，福島第一原子力発電所及び福島第二原子

力発電所の点検周期を超過した機器における保安規定違反について」も点検周期を超過した

類似の事象であったことから，分析結果と整合性の確認を行い，組織要因と対策について本

分析への参考とした。 

 

（１）島根原子力発電所の保守管理の不備等について（2009-中国-M003） 

【事象の内容】（ニューシアより一部引用） 

○ 発 生 日：2010 年 1 月 22 日 

○ 会 社 名：中国電力株式会社 

○ 発 電 所 名：島根原子力発電所第 1，2 号機 

○ 概 要： 

平成 22 年 1 月 22 日に開催した「島根原子力発電所不適合管理検討会注３」において，

「点検計画表注４」では島根原子力発電所第 1 号機第 26 回定期検査で点検したこととな

っていた「高圧注水系蒸気外側隔離弁駆動用電動機」が，実際には点検されておらず，

点検期間を超過して使用していたことが報告された。 

他にも同様の事象がないか，島根原子力発電所第 1，2 号機の機器のうち，重要度の

高い設備注５について至近の点検実績を調査したところ，弁の分解やヒューズの取替え

など，当該電動機も含め合計 123 件（第 1 号機 74 件，第 2 号機 49 件）の機器について，

自ら定めた点検計画どおりに点検されていないことを確認した。 

その後，総点検を行い最終的に点検周期を超過している機器が 511 機器あったことを

確認した。 

 

注３．不適合管理検討会  

不適合か否かの判定，グレードの選定や処置内容に迷う場合に，その内容に

ついて協議するため必要の都度開催していた検討会。 

注４．点検計画表  

島根原子力発電所の発電設備に対して, 中国電力が定めた点検内容，点検頻

度，点検実施時期および点検実績，定期事業者検査の有無を記載する表。 

島根原子力発電所第 1 号機は平成 18 年 4 月，島根原子力発電所第 2 号機は

平成 17 年 10 月に制定した。 

注５．重要度の高い設備  

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成

2年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）」におけるクラス 1 および 2 に分類さ
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れる機能を有する系統の構成設備。 

○ 原 因： 

・ 規制要求事項の変更に速やかに対応して，マネジメントできる仕組みが十分でなく

適切な対応ができなかった。 

・ 不適合管理を適切，確実に行うための仕組みが不足していた。 

・ 『報告する文化』，『常に問いかける姿勢』が組織として不足していた。 

○ 対 策： 

・ 今回の調査において判明した不整合箇所を早急に修正する。 

第 2 号機第 16 回定期検査，第 1 号機第 29 回定期検査については，修正した点検計

画表を基に点検を実施する。 

・ 点検計画の作成・変更，工事仕様書の作成に関する手順書の見直しなど，点検不備

に至った業務手順の改善・明確化を順次実施する。 

・ 不適合管理プロセスの改善として，不適合管理の必要性や基準について実務に即し

た教育を行う。すべての不具合情報について，「不適合判定検討会」で不適合管理の

要否や管理レベル等を決定する仕組みとする。また，不適合と判定された情報はす

べて公開する。さらに不適合管理体制の強化として，より確実な業務管理を行うた

め，発電所内に不適合管理業務を専任で行う担当を新設する。 

・ 原子力部門の業務運営の仕組み強化（保守管理体制・品質保証体制の再構築）とし

て，各課を統括する機能を強化し，責任体制を明確化するために，品質保証部門お

よび保修部門において，関係各課を統括する「部」を新設し，部長を設置する。ま

た，原子力部門の重要課題を統括する「原子力部門戦略会議」を設置し，制度変更

に対応するための全体計画（要員面を含む）を策定するとともに，活動状況を経営

層に報告する。さらに，本社，発電所からなる「原子力安全情報検討会」を設置し，

個別の検討課題に連携して取り組む。また，活動状況を定期的に「原子力部門戦略

会議」に報告する。 

・ 原子力安全文化醸成活動の仕組みの強化として，社長直属の組織として「原子力強

化プロジェクト」を設置し，関係会社・協力会社も含めた発電所員，地域の皆さま

からのご意見をいただき原子力安全文化醸成施策の検討等を行う。 

社外有識者を中心とした「原子力安全文化有識者会議」を設置し，中国電力の取り

組み状況について報告し，第三者視点からの提言をいただく。また，提言の概要や

原子力安全文化醸成に向けた取り組み状況について，積極的に公開する。 

また，「原子力安全文化の日」を制定し，経営における原子力の重要性や地域社会の

視点に立った安全文化の大切さを全社で共有し，再確認するとともに，地元の方々

との対話活動を充実し，「地域に対し一人ひとりが約束を果たし続ける」という意識

の向上を図る。 

【本分析への反映】 

当該他社事象は，自ら定めた点検計画どおりに点検が実施されなかった事象であること

から，本事象と類似している事象であると判断できる。しかしながら，事象の原因につい
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ては，不適合管理を適切，確実に行うための仕組みが不足していたことや組織体制が不十

分なために規制要求事項の変更にすみやかに対応するマネジメントの仕組みが弱かった

ことなど，本事象の原因と合致するものがなかった。このことから，本事象へ対策の反映

は実施しないこととした。 

 

（２）浜岡原子力発電所 機器の点検周期を超過した点検計画及び実績に係る調査について

（2010-中部-M008 Rev.2） 

【事象の内容】（ニューシアより一部引用） 

○ 発 生 日：2010 年 8 月 25 日 

○ 会 社 名：中部電力株式会社 

○ 発 電 所 名：浜岡原子力発電所第 1～5 号機 

○ 概 要： 

他社における保守管理不備（不適切な点検実績の管理等）を踏まえ，平成 22 年 8 月

下旬に浜岡原子力発電所第 3 号機を対象とした原子力安全基盤機構による定期安全管

理審査が行われた。第 16 保全サイクルで定期事業者検査（分解検査）を行った 148 弁

から抜き取りされた 50 弁に対し審査が行われ，平成 22 年 8 月 25 日に，このうちの 1

弁について，点検計画注６に定められた点検周期を超えて点検していた事象が確認され，

事実確認の説明を求められた。事実確認の結果，弁の点検周期については目安で管理し

ており，点検時期の変更を認めていたものの，当該弁については周期を超えることの評

価の記録が残されていないことが確認された。 

また，平成 22 年 9 月初旬の原子力保安検査官による平成 22 年度第 2 回保安検査で安

全重要度クラス 1～3 及びクラス外の弁から，抜き取りされた 110 弁について確認した

結果，内 1 弁について点検周期を超えて点検していた事象が確認された。 

このため，浜岡原子力発電所第 3～5 号機を対象に定期事業者検査の対象機器につい

て同様の事象の発生の有無及び事象発生の原因について調査を実施した。 

 

注６．点検計画 

設備の保全の対象範囲に対し，点検周期や点検方法等を定めている文書。 

○ 原 因： 

・ 点検計画管理表の作成段階や変更段階において確認が不足していた。 

・ 初期データの誤りを修正する機能について，プラントマネジメントシステム導入時

に期待した効果が発揮されなかった。 

・ 点検計画の機器 ID と点検計画管理表の機器 ID が別管理であった。 

・ 上長の審査・承認行為での確認が不足していた。 

・ 点検周期を遵守する仕組みが不十分だった。 

・ 点検の実施時期について，余裕のない設定をしていた。 

・ 点検の実施時期を延長する場合の仕組みが不十分だった。 

・ 品質マネジメントシステムの一部に理解不足があった。 
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・ 保守管理の有効性評価へのインプット情報が不足していた。 

○ 対 策： 

・ 機器の点検計画管理表の管理を，プラントマネジメントシステムでの管理に早期に

移行する。但し，プラントマネジメントシステムへのデータ移行時や点検の実施時

期の変更時等，システムへのデータ入力は人間系が介在することから，その際の入

力の誤りを防止するために，プラントマネジメントシステムに以下の機能を追加し，

システムによるチェック機能を強化する。 

① 点検周期を超過した点検の実施時期の変更をシステムに入力しようとした場合，

点検周期超過であることの注意喚起の画面表示，機器毎に不適合管理番号の入力要

求。また，審査・承認時にも，点検周期超過であることの注意喚起の画面表示等，

システム上の措置の実施。 

② 過去に点検の計画を設定できないようにシステム上でのブロック機能追加。 

・ 点検周期超過となった機器については，早期の点検実施を促すことを目的として，

点検の実施時期の変更時だけでなく，点検周期超過に係る注意喚起の表示を点検計

画管理表に常に表示させ，初期データの入力の誤りを検知する機能を向上させる。 

・ プラントマネジメントシステムでは，点検計画の機器リストと点検計画管理表で同

一のデータベースを使用していることから，点検計画管理表をプラントマネジメン

トシステムで管理することで同様の事象の発生を防止することが可能であり，既に

対策済みである。 

・ プラントマネジメントシステム及び紙や汎用ソフトで管理している点検計画管理表

において，点検の実施時期を変更する際の審査・承認行為が適切に実施されるため

に，審査・承認行為を実施する者の役割と審査・承認行為の実施基準（見る視点）

を明確にする。また，社内規程によりルール化する。 

・ 点検周期を遵守することの重要性が，必ずしも認識されていなかったことを踏まえ，

社長が定める「保守管理の実施方針」を変更するとともに，これに基づき，保守管

理の活動単位に応じて達成すべき状態を具体的に定めた「保守管理目標」について

点検周期の遵守に係る項目を新たに設定し，その達成状況を定期的に確認する。 

 また，【点検計画（原子炉編）（運転）】，【点検計画（タービン編）（運転）】，【点検

計画（電気編）（運転）】，【点検計画（計測編）（運転）】，【点検計画（施設管理編）

（廃止措置）】等，各設備所管部署の【点検計画】について，点検周期を目安として

いることや点検周期を超過して計画を変更できるとの記載を削除し，点検周期を要

求事項として明確化する。 

・ 点検周期の確実な遵守のため，点検の実施が定期点検時のプラント状況等により左

右される弁については，点検の実施時期の設定にあたり，点検周期の最長期間で設

定するのではなく，適切な裕度を確保して設定する方法について検討する。 

 具体的には，点検周期の長い弁について，点検計画で定める点検周期よりも短い

頻度で点検を実施する運用とし，これを社内規程で規定することにより，点検周期

を確実に遵守できる運用とするよう改善を図る。 
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 なお，これまで得られた点検手入れ前データから得られる主要部位や消耗品の劣

化状況等の知見に基づき，保全の有効性評価のプロセスを積極的に活用し，点検内

容及び点検周期の最適化を図る。 

・ 点検周期を遵守することを基本とするが，やむを得ず点検周期を超過して点検の実

施時期を延長する場合は，不適合管理を行い，データ分析等のインプット情報とす

ることで保守管理プロセスの改善に繋げる。不適合管理を行うことについては【保

守管理指針（運転）】，【保守管理指針（廃止措置）】及び【自プラント不適合等処置

手引】に規定し，明確化する。（平成 22 年 10 月施行済み） 

・ 点検周期の遵守を徹底することを原則とするが，やむを得ず点検周期を超過して点

検を計画する場合には，不適合とした上で，①当該原子力施設の機能に影響を及ぼ

す事象に着目した劣化事象，②機能検査，サーベランス，巡視点検等による状態監

視結果，③安全機能要求の観点で健全性評価を実施する。 

また，健全性評価の結果の記録については，不適合処理報告書に添付することを

【自プラント不適合等処置手引】に規定することで，保存するルールとする。（平成

22 年 10 月施行済み） 

 なお，点検周期を超過しない範囲で点検の実施時期の計画を変更する場合には業

務のレビューとして，変更理由と技術的評価を記載した記録を残すルールを構築す

る。 

・ 今回の事例を取り上げ，保守管理の PDCA を廻す仕組みの理解向上のための教育を

実施する。また，点検周期を超過することが明らかになった場合あるいは超過した

場合に不適合管理を実施することについても教育を実施する。 

上記の内容は，継続的に実施されるように，所員の保安教育のメニューの充実を図

る。 

・ 保守管理目標を変更し，点検周期の遵守に係る定量的な目標値を設定してその達成

状況を四半期毎に確認していく。また，点検周期の遵守に係る保守管理目標の達成

状況を保守管理の有効性評価のインプットデータとして活用し，保守管理の継続的

な改善を図っていく。さらに，保守管理の有効性評価結果については，マネジメン

トレビューのインプットであるため，年 1 回以上社長がレビューし，「品質マネジメ

ントシステム及びそのプロセスの有効性の改善」及び「業務の計画及び実施に必要

な改善」並びに「資源の必要性」に関する指示をする。 

【本分析への反映】 

当該他社事象では，点検周期を遵守する仕組みが不十分だったことが原因の一つとされ

ており，各設備所管部署の点検計画について，点検周期を目安としていることの記載を削

除し，点検周期を要求事項として明確化することを対策としている。また，保守管理の有

効性評価へのインプット情報が不足していたことも原因とされており，保守管理の有効性

評価結果をマネジメントレビューのインプットとして活用し，レビューを実施することを

対策としている。 

本事象においても，技術検討の結果として得られた明確な点検期限に対し，「目安」と
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いう言葉を付け加え，要求事項を明確にしなかったことが原因となっていることから，当

該他社事象は，点検周期を遵守する仕組みが不十分だった点において，本事象と類似して

いると判断できる。また，本事象においては，「特別な保全計画」の実施状況についての

把握が不足していたことも原因となっており，この点についても，本事象と類似している

と判断できる。 

このため，点検間隔を明確に定めることをマニュアル類に明記するとともに，「特別な

保全計画」の実施状況についてのレビューを実施していくことを対策に反映していく。 

なお，反映結果については，後述の「９-１．他社類似事象について」にて整理する。 

 

（３）柏崎刈羽原子力発電所，福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の点検周期を超

過した機器における保安規定違反 

【事象の内容】 

○ 発 生 日：2011 年 2 月 28 日 

○ 会 社 名：東京電力株式会社 

○ 発 電 所 名：柏崎刈羽原子力発電所第 1～7 号機，福島第一原子力発電所第 1～6 号機， 

福島第二原子力発電所第 1～4号機 

○ 概 要： 

当社柏崎刈羽原子力発電所における平成 22 年度第 3 回保安検査（平成 22 年 11 月 30

日～平成 22 年 12 月 21 日）において，点検周期を超過していた機器が確認された。こ

れを受け，機器の点検状況を全発電所で調査した結果，点検周期を超過した機器が柏崎

刈羽原子力発電所において 117 機器，福島第一原子力発電所において 33 機器，福島第

二原子力発電所において 21 機器の全発電所合わせて 171 機器確認された。機器の点検

については，保守管理基本マニュアルに基づき点検を実施していたが，点検長期計画導

入時の新規制定，点検長期計画表改訂，発注段階における仕様書作成，点検長期計画表

維持，技術評価の各プロセスにおいて不備があったことが確認された。 

○ 原 因： 

・ 品質マネジメントシステム導入以降，点検長期計画に基づいて機器を管理していく

ことに対して教育を行う仕組みが不十分だった。 

・ 多数の点検機器を合理的に管理するために必要な方法が不足していた。 

・ 点検長期計画表に基づき，適切に点検を実施し，また，実施状況を把握し，改善に

つなげるために管理職が関与していく仕組みが不十分だった。 

・ 機器の実力を踏まえて点検の対象を選定し，最適な保全の計画を作成していく仕組

みが不十分だった。 

○ 対 策： 

・ 保守管理に関する社内規定について教育プログラム等に反映し，点検長期計画表が

機器の点検を実施するための根幹となる図書であることの意識を向上させ，点検計

画に基づく機器管理の重要性について再認識させる。 

・ 機器点検計画は前回の点検実績及び点検周期に基づき，システムで自動作成し，点
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検頻度を超える計画は警告機能により監視する。 

・ 工事完了時に実績データをシステムに取り込むことにより，計画と実績の差異をシ

ステムが出力することで，点検漏れがないことを確認する。 

・ 点検対象機器のシステムへの登録，修正，削除のログを記録する仕組みとする。ま

た，システムに登録した点検周期を変更できる人をシステム上の権限により制限す

るとともに修正した場合にシステム内にログを記録する。 

・ 点検長期計画に関するマニュアル類の記載が，確実な運用のためのプロセスを明確

にしているかを確認する。また，保全部各グループがどのように業務を進めている

かの現状把握を行う。その上で，マニュアル類に記載されている要求事項と，実際

に行われている業務プロセスに無理がないかなどのレビューを行い，必要によりマ

ニュアル類の改訂を行う。上記を踏まえ，改善の仕組みを検討し構築する。 

・ 保守・予算管理システムへの移行，及び RCM・CBM 等に基づく保全最適化の取り組み

において，組織内へ十分理解，定着が図られているかという視点でレビューを行い，

課題を洗い出し，作業プロセスやルールの改善を行う。 

・ RCM・CBM 等に基づく保全最適化の検討にあたり，対象機器及びそれぞれに対する検

討目標期限の明確化を図る。また，その検討進捗状況のレビューを受けることによ

り，最適な保全に向けた検討を着実に行うためのプロセスの構築・定着を図る。 

【本分析への反映】 

当該類似事象は点検周期のサイクルを超過してしまった事象であり，本報告書で分析対

象とした事象は同一の点検周期サイクル内で期限を超過してしまった事象であるという

点で異なっている。 

しかし，両事象とも，点検計画の作成・点検の発注・点検実績の反映という一連のプロ

セスで発生している点，また，自ら定めた点検期限を守れなかったという点においては共

通している。 

このため，ここで確認された当該類似事象の対策等については，本事象の分析で考慮し

ていくこととし，その詳細については，本事象の分析と対策を踏まえ，後述の「９-２．

当社類似事象について」にて整理する。 
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６.分析の実施及び組織要因の検討 

６-１．直接要因の分析結果及び再発防止対策案 

「４．事象の把握と問題点の整理」で確認された問題点を本事象の直接的な原因となった

問題点と本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点に区別して再掲し，

各問題点に対する直接要因，及び再発防止対策案を記載する。 

 

（１）本事象の直接的な原因となった問題点，直接要因とその再発防止対策案 

 

【問題点①】 

計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過した時点で，「プラント長期停止

時対応マニュアル」に基づき，「特別な保全計画」を作成すべきだった。しかしながら，

長期保管中の具体的な対応内容がマニュアル上不明確であったことから，起動前点検方法

の検討のみを行い，停止中の点検方法については検討を行わなかった。 

 

 

「プラント長期停止時対応マニュアル」において，長期保管中の計測制御設備の具

体的な対応内容が不明確な記述であった。 

【直接要因①】 

問題点①から抽出された直接要因①に対して，次の再発防止対策案①を提言する。 

 

 

【問題点②】 

計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針について十分に検討した上で

「特別な保全計画」を完成させるべきだった。しかしながら，規制要求に対する時間的な

余裕がなかったことから，技術検討書の具体的な検討方針を別途定めることとして保全計

画の作成を終えてしまった。 

 

 
問題点②から抽出された直接要因②に対して，次の再発防止対策案②を提言する。 

 

【再発防止対策案②】 

「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用について，マニュアル類に明

記する。 

【直接要因②】 

「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用が不明確だった。 

【再発防止対策案①】 

「プラント長期停止時対応マニュアル」に，長期保管中の計測制御設備の具体的な

対応について明記する。 
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補足：「特別な保全計画」の内容を詳細に検討する際，点検間隔等の方針を定める必

要があったことから，「技術検討書作成・処理ガイド」に基づき，技術検討書を

用いて検討を行った。本事象では，点検間隔等の方針にとどまらず，当面の対

応は不要とする実施計画まで定めたが，技術検討書に実施計画まで含めてしま

ったことが，その後の不十分な管理と相まって問題となった。今後は，管理を

適切に行うために，技術検討書では方針についてのみ定めることとし，その実

行に向けた具体的な計画については別途定め，管理すべき対象となる点検計画

を方針と分けて明確化していくことが重要である。 

 

【問題点③】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象となるプラント停止中に機能要求

がある機器に対し，自ら遵守できるような点検計画を定めるべきだった。しかしながら，

技術検討段階において停止中に機能要求がない機器についても「特別な保全計画」の点検

対象と定めたことにより，点検すべき対象機器が膨大な数となり，自ら定めた点検計画を

遵守できなかった。 

 

 

問題点③から抽出された直接要因③に対して，次の再発防止対策案③を提言する。 

 

【再発防止対策案③】 

「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器の定義について再検討し，マニュ

アル類に明記する。 

【直接要因③】 

膨大な数の機器を一律に管理することにより，結果的に，「特別な保全計画」に求め

られる安全上重要な機器への重点管理が妨げられてしまった。 

補足：膨大な数の機器を全て「特別な保全計画」だけで管理する必要はないと考える。

本来の重点とすべき対象機器を「特別な保全計画」にて厳格に管理し，それ以

外の機器については他の保全活動と組み合わせて管理していくことが合理的で

ある。 

 

【問題点④】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象設備をプラント停止中に機能要求

のある設備と定め，技術検討書にて具体的内容を定めた。その際，技術検討書の「主要な

計器」においては，定期事業者検査，使用前検査，保安規定に係る計器，定例試験に関わ

る計器が含められるべきだった。しかしながら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて

検討してしまったため，定例試験対象計器が「主要な計器」の対象からもれてしまった。 
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問題点④から抽出された直接要因④に対して，次の再発防止対策案④を提言する。 

 

 

【問題点⑤】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を適切に定め，それを遵守する

必要があった。しかしながら，計測制御グループは，具体的な点検間隔の評価結果を得た

にもかかわらず，それを実行するための技術検討書の作成にあたっては，点検間隔を「目

安」や「極力」と付記して定め，「特別な保全計画」の要求事項をあいまいにした。 

 

 

問題点⑤から抽出された直接要因⑤に対して，次の再発防止対策案⑤を提言する。 

 

【再発防止対策案⑤】 

「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は保安規定の要求事項に該当するこ

とをマニュアル類に明記する。また，保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を

定める場合には，その点検間隔に「目安」等の表現を使わないことをマニュアル類に

明記する。 

【直接要因⑤】 

技術的検討の結果として得られた明確な点検期限に対し，「目安」という言葉を付け

加え，要求事項を明確にしなかった。 

【再発防止対策案④】 

「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器に，定例試験で用いられる計器を

追加する。 

【直接要因④】 

「特別な保全計画」の対象機器分類として定めた「主要な計器」に定例試験対象計

器が含まれていなかった。 

補足：目安等の言葉を用いること自体は問題ない。しかしながら，明確な数値として

得られた検討結果に目安等の言葉を用いてあいまいな表現としたことは，結果

として，必要になった際には具体的な点検計画を作成しなくてはならないとい

う作成者の意図を離れ，具体的な点検計画が作成されなかったという管理の甘

さに拡大波及したことから，対策としては作成時点で防止を図ることを提言し

ている。 

 

【問題点⑥】 

計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計画」に基づく点検が必要とな

る条件を記載すべきだった。しかしながら，技術検討書作成時点では，「特別な保全計画」

に基づく点検が不要と判断されたことから，点検が必要となる条件を明記しなかった。 
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問題点⑥から抽出された直接要因⑥に対して，次の再発防止対策案⑥を提言する。 

 

 

【問題点⑦】 

計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり次第，対象機器や点検実績を

把握し，個別機器の具体的な点検計画表の作成が適切な時期に行われるようにしておくべ

きであった。しかしながら，計測制御グループは，技術検討書にて「特別な保全計画」に

基づく点検が当面不要という結論を得たことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わ

ず，適切な時期に点検計画表を作成できなかった。 

 

 

問題点⑦から抽出された直接要因⑦に対して，次の再発防止対策案⑦を提言する。 

 

【再発防止対策案⑦】 

プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する際には，対象機器と点検

実績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表を作成することをマニュアル類に明記

する。 

【直接要因⑦】 

「特別な保全計画」を作成する際，対象機器と点検実績を把握した上で，適切な時

期に個別機器の具体的な点検計画表の作成に着手するルールが定められていなかっ

た。 

【再発防止対策案⑥】 

「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等の前提条件を保全計画に

明記し，管理していく。前提条件が変化した場合は，保全計画の見直しを行う。 

【直接要因⑥】 

特定のプラント復旧工程の条件に基づく検討結果を得ていたにもかかわらず，その

前提条件となるプラント復旧工程について明記していなかった。 

 

【問題点⑧】 

計測制御グループは，技術検討書における検討の前提条件として定めたプラント復旧工

程に変化が生じた時，「特別な保全計画」の対応方針を変更すべきだった。しかしながら，

前提条件の変化に備えた「特別な保全計画」の具体的な管理方法を定めていなかったため，

プラント復旧工程に変化が生じた際に，すみやかに「特別な保全計画」の対応方針を変更

できなかった。 
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問題点⑧から抽出された直接要因⑧に対して，次の再発防止対策案⑥を提言する。 

 

 

【問題点⑨】 

計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて計器の点検を実施した際，取水路の隔

離状態に関わらない他の計器についても「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実

施すべきだった。しかしながら，「特別な保全計画」に基づく具体的な点検計画表を作成

しておらず，点検実績の把握もしていなかったため，取水路の隔離状態に関わらない他の

計器について，「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必要性に気づかな

かった。 

 

 

問題点⑨から抽出された直接要因⑨に対して，次の再発防止対策案⑦を提言する。 

 

【再発防止対策案⑦】 

プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する際には，対象機器と点検

実績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表を作成することをマニュアル類に明記

する。 

【直接要因⑨】 

「特別な保全計画」を実施中にも関わらず，点検実績の把握をしておらず，点検間

隔に基づく具体的な点検計画表を作成していなかった。 

【再発防止対策案⑥】 

「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等の前提条件を保全計画に

明記し，管理していく。前提条件が変化した場合は，保全計画の見直しを行う。 

【直接要因⑧】 

「特別な保全計画」に関して，検討の際に定めた前提条件の変化に備えた具体的な

管理方法を定めていなかった。 

 

【問題点⑩】 

計測制御グループは，点検長期計画表における点検周期超過の調査時に，「特別な保全

計画」に関する点検間隔超過の調査を行うべきであった。しかしながら，計測制御グルー

プは，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査については上層部からの調査指示

に含まれておらず，また，点検実績を管理していなかったことから，ただちに調査を実施

することは不可能と考え，調査対象外としてしまった。 
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問題点⑩から抽出された直接要因⑩ａに対して，次の再発防止対策案⑧を提言する。 

 

 

 

問題点⑩から抽出された直接要因⑩ｂに対して，次の再発防止対策案⑨を提言する。 

 

 

（２）本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点，直接要因とその再

発防止対策案 

 

【問題点Ａ】 

（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点） 

計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検間隔を定める際に，客観的な妥当性

が十分に得られるような検討を行うべきであった。しかしながら，社内マニュアルに基

づく数値の採用や過去の点検データに基づく簡易的な評価により点検間隔を定めてお

り，一般的な規格基準を参照しなかったため，客観性が不十分な検討結果となった。 

 

 

【直接要因Ａ】 

計測制御グループは，技術検討の際に，社内の基準だけを参照し，一般的な規格基

準類を参照しなかった。 

【再発防止対策案⑨】 

「特別な保全計画」に基づく対応が必要となった際に備え，効率的に点検実績の把

握が可能な状態にあらかじめ整備を進めておく。 

【直接要因⑩ｂ】 

計測制御グループマネージャーは，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査

に向けて，ただちに対応可能な状態に点検実績を管理していなかったため，対応を先

送りしてしまった。 

【再発防止対策案⑧】 

「特別な保全計画」に関わる技術検討書等，「特別な保全計画」に関する情報につい

ては，保全部長まで情報提供を行う。 

【直接要因⑩ａ】 

保全部長は，「特別な保全計画」について検討した技術検討書の内容等，「特別な保

全計画」に関する情報を明確に認識しておらず，調査の対象に含めなかった。 

問題点Ａから抽出された直接要因Ａに対して，次の再発防止対策案Ａを提言する。 
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【問題点Ｂ】 

（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点） 

計測制御グループは，計器を使用する当直員が点検期限を容易に把握できるように情

報提供しておくべきだった。しかしながら，計測制御グループからの情報提供が行われ

なかったため，当直員から定例試験に関わる計器の点検間隔超過に関する指摘が行われ

なかった。 

 

 

問題点Ｂから抽出された直接要因Ｂに対して，次の再発防止対策案Ｂを提言する。 

 

【再発防止対策案Ｂ】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」に対する仕組みが整備されるまで，暫定

的に，定例試験等に関わる計器について，運転管理部門へ点検実績，点検間隔等の

情報提供を定期的に実施し，ダブルチェックを受ける。 

【直接要因Ｂ】 

定例試験に関わる計器について，運転管理部門へ点検実績，点検間隔の情報提供

を行っていなかった。 

【再発防止対策案Ａ】 

「技術検討書作成・処理ガイド」に，技術的な検討を行う際には，一般的な規格

基準類に基づく方法を検索し，採用の可否判断を行うよう記載する。一般的な規格

基準類に基づく方法がない場合は，社内マニュアルに参照できる箇所を探すよう記

載する。 

補足：本対策は，事象の発生を受けて暫定的に行われる確認行為として提言している。

本来は，設備所管グループによる管理が適格に行われることが第一であり，そ

のための仕組みの整備を進めることが重要である。 

 

なお，直接要因を人的過誤の観点から整理すると下記のとおりとなる。 

・ 従事者の個人的な要因：該当なし 

・ 作業固有の要因 ：⑤，⑥，Ａ，Ｂ 

・ 物理的な環境要因：該当なし 

・ 従事者を取り巻く職場環境要因：該当なし 

・ 作業に関わる業務管理要因：①，②，③，④，⑦，⑧，⑨，⑩ａ，⑩ｂ 

 

26 



 

６-２．組織要因の分析及び検討（改善すべき組織要因の決定） 

「４-２．事実関係に基づく時系列の整理と問題点の整理」で作成した時系列図から背後要

因図を作成し，組織要因の分析を行った。 

〔添付資料－３〕 

 

「６-１．直接要因の分析結果及び再発防止対策案」で行った直接要因の分析及び背後要因

図より，「規制評価ガイド」の「参考資料 根本原因分析における組織要因の視点」を踏まえ，

組織要因の検討を行った。 

 

（１） 直接要因①，③，④，⑤より，以下の組織要因①を抽出した。 

 

直接要因①：「プラント長期停止時対応マニュアル」において，長期保管中の計測

制御設備の具体的な対応内容が不明確な記述であった。 

直接要因③：膨大な数の機器を一律に管理することにより，結果的に，「特別な保

全計画」に求められる安全上重要な機器への重点管理が妨げられて

しまった。 

直接要因④：「特別な保全計画」の対象機器分類として定めた「主要な計器」に定

例試験対象計器が含まれていなかった。 

直接要因⑤：技術的検討の結果として得られた明確な点検期限に対し，「目安」と

いう言葉を付け加え，要求事項を明確にしなかった。 

 

 

各計器の重要度の分類や点検間隔等，「特別な保全計画」における計測制御設備への

要求事項を明確に定める仕組みが不足していた。 

【組織要因①】 

補足：「特別な保全計画」への対応に際し，計測制御設備に特有の問題として，対象

機器の数が非常に多いことが問題として確認された。こうした問題に対して，

計測制御設備を管理していく上での基本方針となる考え方を十分に定めるこ

となく運用を積み重ねてきたために，いくつかの要因が重なった際に管理が行

き届かない問題となって顕在化した。点検間隔に「目安」等の表現を付記して，

要求事項をあいまいにした行為が問題点として確認されたが，これも膨大な数

の機器を管理していくことへの不安から引き起こされた行為だったと考えら

れる。 

 こうした計測制御設備特有の問題に対してどのような方針で管理していく

のか，使用目的から導かれる重要度の分類等，計測制御設備に求められる本来

の要求と照らし合わせて，合理的な管理が可能なように組織大で検討を進めて

おく必要があった。 
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（２） 直接要因②，⑥，⑦，⑧，⑨，⑩a，⑩b より，以下の組織要因②，③を抽出した。 

 

直接要因②：「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用が不明確だった。 

直接要因⑥：特定のプラント復旧工程の条件に基づく検討結果を得ていたにもか

かわらず，その前提条件となるプラント復旧工程について明記して

いなかった。 

直接要因⑦：「特別な保全計画」を作成する際，対象機器と点検実績を把握した上

で，適切な時期に個別機器の具体的な点検計画表の作成に着手する

ルールが定められていなかった。 

直接要因⑧：「特別な保全計画」に関して，検討の際に定めた前提条件の変化に備

えた具体的な管理方法を定めていなかった。 

直接要因⑨：「特別な保全計画」を実施中にも関わらず，点検実績の把握をしてお

らず，点検間隔に基づく具体的な点検計画表を作成していなかった。 

直接要因⑩a：保全部長は，「特別な保全計画」について検討した技術検討書の内

容等，「特別な保全計画」に関する情報を明確に認識しておらず，調

査の対象に含めなかった。 

直接要因⑩b：計測制御グループマネージャーは，「特別な保全計画」に関する点

検間隔超過の調査に向けて，ただちに対応可能な状態に点検実績を

管理していなかったため，対応を先送りしてしまった。 

 

 

 

 

【組織要因③】 

定例的ではない業務（3H）に着目し，設計した手順に対するモニタリング及びレ

ビューを行う仕組みが不十分だった。 

【組織要因②】 

「特別な保全計画」実施に向けた点検実績の把握や点検間隔の設定等による計画，

具体的な作業内容や手順に従った着実な実行，実施中の進捗状況の把握等による管理，

実施中における必要に応じた改善を行う仕組みがなかった。 

補足：「特別な保全計画」の各作業段階においてルール，運用に不足していた点が確

認されたが，このことは，事前のプロセス設計に問題があった可能性がある。

特に「特別な保全計画」のように“初めて”の作業（3H作業）においては，プ

ロセスの事前設計，プロセスが設計通りに進捗しているかどうかの確認等のレ

ビューが行われるべきであった。 
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７.是正処置及び予防処置の検討・提言 

「６-２．組織要因の分析及び検討（改善すべき組織要因の決定）」で決定した３項目の組織

要因に対して，是正処置・予防処置を検討した。 

〔添付資料－４〕 

 

（１）組織要因①に対する是正処置・予防処置 

 

 

補足：本対策では，「特別な保全計画」における計器の重要度の分類や，点検間隔の

設定等の個別具体策の検討を提言しているが，それらを決定するためには，対

象計器の数が非常に多いことなど，計測制御設備に特有の大きな問題に対して，

組織としてどのように対応していくかという方針を定めておく必要があると

考えられ，検討に際しては，日常的な計測制御設備の保全に対する考え方も含

めて検討する必要がある。計測制御設備に対する基本的な考え方が整備される

ことにより，個別の業務プロセスの改善が効率的に行われ，かつ組織としてリ

スクの低減につなげられると考える。 

 

（２）組織要因②に対する是正処置・予防処置 

 

 

【組織要因対策案②】 

「特別な保全計画」実施に向けた点検実績の把握や点検間隔の設定等による計画，具

体的な作業内容や手順に従った着実な実行，実施中の進捗状況の把握等による管理，実

施中における必要に応じた改善を行う仕組みがなかったことから，「特別な保全計画」に

ついて，組織的に PDCA を展開できる仕組みを整備するため，計画・実施・管理・改善を

具体的な作業内容や手順として定めたルールを整備する。 

【組織要因対策案①】 

「特別な保全計画」における計測制御設備への要求事項を明確に定める仕組みが不足

しており，各計器の重要度の分類や点検間隔等，業務の基準となる事項が整備されてい

なかったことから，計測制御設備について，重要度の分類，監視装置として使用する対

象，点検間隔の設定等，「特別な保全計画」の要求事項を明確に定めることをマニュアル

類に明記する。 

補足：「特別な保全計画」については，実施箇所が主体となり，個々の作業段階にお

いて既存の業務プロセスを適用しつつ業務を遂行してきたことが確認された。

各作業段階においては，最適な判断に向けて努力されたものの，全体をマネジ

メントする視点に不足があり，リスクの把握や変化に十分対応できなかった。

従って，本事象の教訓も含め，「特別な保全計画」の一連のプロセスについて，

個々のルール・運用を再確認しつつ，マネジメントの関与の最適化を図る必要
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がある。 

 

（３）組織要因③に対する是正処置・予防処置 

 

 

定例的ではない業務（3H）に着目し，設計した手順に対するモニタリング及びレビュ

ーを行う仕組みが不十分だったことから，リスクの大きい非定例業務のプロセスに対し，

モニタリング及びレビューを行う仕組みを構築する。 

具体的には，各グループにてリスクの高いと思われる各種業務の洗い出しを行い，

その中から，部大で保安規定違反等の観点からリスクの高い業務を選定し，その上で

業務内容の精査やリスク低減の対応を進めていく。それらの取り組みに対し，横串部

門のレビューを実施して，各部の活動を支援していく。 

【組織要因対策案③】 

補足：3H（変化，初めて，久しぶり）の業務には，従来の方法では対応しきれない大

きなリスクが潜んでいる可能性がある。本事象で確認された「特別な保全計画」

のように“初めて”に属する業務等について，事前に設計したプロセスが，期

待したとおりに機能しているかどうか，モニタリング及びレビューを行ってい

くことを提言する。具体的には，横串部門のレビューによる確認を行っていく

こととするが，業務を良く知る各所管箇所にて，リスクの所在を確実に見定め

て改善していくことが望ましい。そのために，レビューの対象として着目する

業務は，各部長が自らの判断にて3Hに該当するリスクの大きな業務を選定して

いく方法を提言する。 
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８.是正処置及び予防処置の決定・実施 

「６-１．直接要因の分析結果及び再発防止対策案」及び「７．是正処置及び予防処置の検

討・提言」にて作成された分析チームの対策検討結果をもとに，副作用等を考慮し，以下のと

おり，実施していく対策及び実施計画を定めた。 

なお，下記に挙げる再発防止対策はすべて是正処置に該当するものであり，組織要因対策は

すべて予防措置に該当する。 

〔添付資料－５〕 

 

【再発防止対策案①】 

「プラント長期停止時対応マニュアル」に，長期保管中の計測制御設備の具体的な対応

について明記する。 

 

 

【再発防止対策案②】 

「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用について，マニュアル類に明記す

る。 

 

 

【再発防止対策案③】 

「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器の定義について再検討し，マニュアル

類に明記する。 

 

【再発防止対策③】 

「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器の定義について「プラント長期停

止時対応マニュアル・ガイド」に反映する。 

【再発防止対策②】 

「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用を定めた「特別な保全計画作

成ガイド」を制定する。 

【再発防止対策①】 

長期保管中の計測制御設備の具体的な対応について「プラント長期停止時対応マニ

ュアル・ガイド」に反映する。 

 

【再発防止対策案④】 

「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器に，定例試験で用いられる計器を追加

する。 
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「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器に，定例試験で用いられる計器を

追加することについて「プラント長期停止時対応マニュアル・ガイド」に反映する。

【再発防止対策④】 

 

【再発防止対策案⑤】 

「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は保安規定の要求事項に該当することを

マニュアル類に明記する。また，保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を定める場

合には，その点検間隔に「目安」等の表現を使わないことをマニュアル類に明記する。 

 

 

【再発防止対策案⑥】 

「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等の前提条件を保全計画に明記

し，管理していく。前提条件が変化した場合は，保全計画の見直しを行う。 

 

 

【再発防止対策案⑦】 

プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する際には，対象機器と点検実

績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表を作成することをマニュアル類に明記する。 

 

「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は保安規定の要求事項に該当するこ

とを明記した「特別な保全計画作成ガイド」を制定する。 

 

【再発防止対策⑤ｂ】 

保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を定める場合に際しては，その点検間

隔に「目安」等の表現を使わないことを「技術検討書作成・処理ガイド」に反映する。

【再発防止対策⑥】 

「特別な保全計画」の作成に際して，作成時の検討条件としたプラントの復旧工程

（予定）を保全計画に明記することを定めた「特別な保全計画作成ガイド」を制定す

る。 

【再発防止対策⑦】 

プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する際には，対象機器と点検

実績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表を作成することを定めた「特別な保全

計画作成ガイド」を制定する。 

【再発防止対策⑤ａ】 
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【再発防止対策案⑧】 

「特別な保全計画」に関わる技術検討書等，「特別な保全計画」に関する情報について

は，保全部長まで情報提供を行う。 

 

 

【再発防止対策案⑨】 

「特別な保全計画」に基づく対応が必要となった際に備え，効率的に点検実績の把握が

可能な状態にあらかじめ整備を進めておく。 

 

 

【再発防止対策案Ａ】 

「技術検討書作成・処理ガイド」に，技術的な検討を行う際には，一般的な規格基準類

に基づく方法を検索し，採用の可否判断を行うよう記載する。一般的な規格基準類に基づ

く方法がない場合は，社内マニュアルに参照できる箇所を探すよう記載する。 

 

 

【再発防止対策案Ｂ】 

計測制御グループは，「特別な保全計画」に対する仕組みが整備されるまで，暫定的に，

定例試験等に関わる計器について，運転管理部門へ点検実績，点検間隔等の情報提供を定

期的に実施し，ダブルチェックを受ける。 

 

「特別な保全計画」に関わる技術検討書等，「特別な保全計画」に関する情報につい

ては，保全部長まで情報提供を行うことを定めた「特別な保全計画作成ガイド」を制

定する。 

【再発防止対策⑨】 

「特別な保全計画」に基づく対応が必要になった際に備え，すみやかに点検実績の

把握が可能な状態に整備することを定めた「特別な保全計画作成ガイド」を制定する。

【再発防止対策Ａ】 

技術的な検討を行う際には，一般的な規格基準類に基づく方法を検索し，採用の可

否判断を行うこと，及び一般的な規格基準類に基づく方法がない場合は，社内マニュ

アルに参照できる箇所を探すよう「技術検討書作成・処理ガイド」に反映する。 

【再発防止対策Ｂ】 

計測制御グループは，第 2～4 号機に関して「特別な保全計画」に対する仕組みが整

備されるまで，暫定的に，定例試験等に関わる計器について，運転管理部門へ点検実

績，点検間隔等の情報提供を定期的に実施し，ダブルチェックを受ける。 

【再発防止対策⑧】 
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【組織要因対策案①】 

「特別な保全計画」における計測制御設備への要求事項を明確に定める仕組みが不足し

ており，各計器の重要度の分類や点検間隔等，業務の基準となる事項が整備されていなか

ったことから，計測制御設備について，重要度の分類，監視装置として使用する対象，点

検間隔の設定等，「特別な保全計画」の要求事項を明確に定めることをマニュアル類に明

記する。 

 

計器について，重要度の分類，監視装置として使用する対象，点検間隔の設定等の

要求事項を「プラント長期停止時対応マニュアル・ガイド」に反映する。 

【組織要因対策①】 

 

【組織要因対策案②】 

「特別な保全計画」実施に向けた点検実績の把握や点検間隔の設定等による計画，具体

的な作業内容や手順に従った着実な実行，実施中の進捗状況の把握等による管理，実施中

における必要に応じた改善を行う仕組みがなかったことから，「特別な保全計画」につい

て，組織的に PDCA を展開できる仕組みを整備するため，計画・実施・管理・改善を具体

的な作業内容や手順として定めたルールを整備する。 

 

【組織要因対策②】 

「特別な保全計画」を着実に実施していくための計画作成・実施・管理等の要求事

項を「プラント長期停止時対応マニュアル・ガイド」に反映する。 

 

【組織要因対策案③】 

定例的ではない業務（3H）に着目し，設計した手順に対するモニタリング及びレビュー

を行う仕組みが不十分だったことから，リスクの大きい非定例業務のプロセスに対し，モ

ニタリング及びレビューを行う仕組みを構築する。 

具体的には，各グループにてリスクの高いと思われる各種業務の洗い出しを行い，その

中から，部大で保安規定違反等の観点からリスクの高い業務を選定し，その上で業務内容

の精査やリスク低減の対応を進めていく。それらの取り組みに対し，横串部門のレビュー

を実施して，各部の活動を支援していく。 
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具体的には，各グループにてリスクの高いと思われる各種業務の洗い出しを行い，

その中から，部大で保安規定違反等の観点からリスクの高い業務を選定し，その上で

業務内容の精査やリスク低減の対応を進めていく。それらの取り組みに対し，横串部

門のレビューを実施して，各部の活動を支援していく。 

【組織要因対策③】 

定例的ではない業務（3H）に着目し，設計した手順に対するモニタリング及びレビ

ューを行う仕組みが不十分だったことから，リスクの大きい非定例業務のプロセスに

対し，モニタリング及びレビューを行う仕組みを構築する。 
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９.類似事象との比較検討結果 

本事象と類似事象の要因の類似性を整理し，対策の十分性を整理した。 

 

９-１．他社類似事象について 

ここでは，「浜岡原子力発電所 機器の点検周期を超過した点検計画及び実績に係る調

査について」の本事象への反映結果について整理する。 

「５．類似事象の調査」にて，当該他社事象では，点検周期を遵守する仕組みが不十分

だったことが原因に挙げられており，本事象と類似していることを述べた。 

本事象においては，再発防止対策⑤ａにて，「特別な保全計画」に基づいて定めた点検

間隔は保安規定の要求事項に該当することをマニュアル類に明記することとし，再発防止

対策⑤ｂにて，保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を定める場合には，その点検

間隔に「目安」等の表現を使わないことをマニュアル類に明記することとしており，十分

な対策がとられている。 

本事象における点検間隔を遵守する仕組みについての対策を以下に再掲する。 

 

 

 

また，当該他社事象では，保守管理の有効性評価へのインプット情報が不足していたこ

とが原因として挙げられており，「特別な保全計画」の実施状況についてのレビューが不

足していたことについて本事象と類似していることを述べた。 

本事象においては，組織要因対策②にて，「特別な保全計画」を着実に実施していくた

めの管理等の要求事項をマニュアル類に反映することとしており，十分な対策がとられて

いる。 

本事象における「特別な保全計画」の実施状況についてのレビューが不足していたこと

についての対策を以下に再掲する。 

 

 

【組織要因対策②】 

「特別な保全計画」を着実に実施していくための計画作成・実施・管理等の要求事

項を「プラント長期停止時対応マニュアル・ガイド」に反映する。 

【再発防止対策⑤ａ】 

「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は保安規定の要求事項に該当するこ

とを明記した「特別な保全計画作成ガイド」を制定する。 

 

【再発防止対策⑤ｂ】 

保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を定める場合に際しては，その点検間

隔に「目安」等の表現を使わないことを「技術検討書作成・処理ガイド」に反映する。
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９-２．当社類似事象について 

「柏崎刈羽原子力発電所，福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の点検周期を超

過した機器における保安規定違反」（以下「点検周期超過の事象」という）は，当社で発生し

た類似事象であり，自ら定めた点検期限を守れなかったという点で関連性が強いと考えられる

ことから，直接要因と組織要因に分けて類似性を整理した。 

 

（１）直接要因の類似性 

両事象は，自ら定めた点検期限を守れなかったという点で同じではあるが，本事象は同一

の点検周期のサイクル内で期限を超過してしまった事象であり，「点検周期超過の事象」は

点検周期のサイクルを超過してしまった事象であるという点で異なっている。このため，本

事象と「点検周期超過の事象」の直接要因も異なっている。 

本事象の直接要因は，技術検討後に得られた明確な点検期限に対し，「目安」という言葉

を付け加えたなど，具体的なルールが不足し，プラント停止期間が延長となった際の状況の

変化に対応できていなかったことが挙げられている。一方，「点検周期超過の事象」の直接

要因は，点検物量の膨大さに応じて適切な審査・承認を行う際の視点が明確になっていない

など，点検長期計画に基づく確実な管理ができていなかったことが挙げられている。 

以上のように，「保守管理不備の事象」と「点検周期超過の事象」では，結果の類似性は

あるものの，直接要因の類似性はみられない。 

 

（２）組織要因の類似性と対策の比較 

本事象（以下「保守管理不備の事象」という）と「点検周期超過の事象」の組織要因を下

図のように比較し， 

１.要求事項の考え方を明確にして，確実にルールを守ることができていない 

２.具体的なルールを決めて，確実に運用することができていない 

という共通する組織的な弱さがあることが分かった。 
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組織要因①
重要度分類や点検間隔等の要求事項への考え方
の明確化の不足

組織要因②
「特別な保全計画」に基づく点検の確実な実施，状
況の把握等の不足

組織要因①
品質マネジメントシステム導入以降における点検長
期計画に基づく管理への教育の不足

組織要因③
点検長期計画表に基づく点検の確実な実施，状況
の把握等の不足

組織要因②
多数の点検機器における管理の合理的方法の不
足

組織要因④
機器の実力を踏まえた対象選定の仕組みの不足

組織要因③
3Hに関する手順のモニタリング及びレビューの仕組
みの不足

「点検周期超過の事象」の根本原因分析における組織要因 :

「保守管理不備の事象」の根本原因分析における組織要因 :

1.要求事項の考え方を明確にして，確実にルールを守ることができていない

・数もの管理の合理化不足

・保全の最適化不足

２．具体的なルールを決めて，確実に運用することができていない

「点検周期超過の事象」「保守管理不備の事象」

「点検周期超過の事象」「保守管理不備の事象」

 

 

《「１．要求事項の考え方を明確にして，確実にルールを守ることができていない」につ

いて》 

「保守管理不備の事象」では，要求事項への考え方を明確にしておらず，自ら定めた

点検間隔を守れなかったこと，「点検周期超過の事象」では，品質マネジメントシステ

ム導入前から基本的な仕組みがあり，これまでと同様に点検を行えばよいと考え，明確

な要求事項としてルール化されたことを確実に守っていなかったことから，両事象とも，

要求事項の考え方を明確にして，確実にルールを守ることができていないという共通的

な弱点が見られた。 

さらに，その共通的な弱点の背景となった要因として，「保守管理不備の事象」では，

膨大な数の機器を一律に管理しようとしたため，点検対象機器の管理を確実に行うこと

に確信が持てず，ルールの運用に柔軟性を持たせておきたいという意識が働いたこと，

「点検周期超過の事象」では，組織要因②において，多数の点検機器が人的に管理され

ており，合理的に点検する方法が不足していたことが挙げられる。よって，両事象とも，

多数の点検機器の管理を確実に行うことができていなかったことも共通していること

がわかる。 

「点検周期超過の事象」の対策では，多数の機器の管理を保守・予算管理システムへ
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移行し，効率的に管理していくことを挙げている。「保守管理不備の事象」の対策では，

機器の重要度等に応じて，点検に関する要求事項を明確にすることとしており，両事象

とも機器の点検を効率的に行うことを対策に挙げている。 

 

《「２．具体的なルールを決めて，確実に運用することができていない」について》 

「保守管理不備の事象」における組織要因②，「点検周期超過の事象」における組

織要因③より，適切な点検の実施，実施状況の把握，実施状況に応じた運用方法の改

善ができていなかった点が，両事象に共通している組織的な弱さであるといえる。 

「保守管理不備の事象」では，上記の弱さに加えて，「定例的ではない業務（3H）

に着目し，設計した手順に対するモニタリング及びレビューを行う仕組みが不十分だ

った」という組織要因③を抽出した。「点検周期超過の事象」では，3H の作業という

表現での組織要因は抽出されていないものの，点検長期計画表新規制定時に十分な審

査体制を作っていなかったという要因が背後要因図で把握されており，「保守管理不

備の事象」の組織要因③に類似した弱点があるものと考えられる。 

なお，「点検周期超過の事象」では，保守・予算システムへの移行，及び RCM・CBM

等に基づく保全の最適化の検討といった 3H の作業において，業務手順のレビューを行

い，作業プロセスやルールに無理がないか確認を行うことを対策としており，「保守

管理不備の事象」の組織要因③への対策と同様の内容となっている。 

 

（３）報告書のまとめ方について 

「点検周期超過の事象」は 178 の問題点を分類し，代表事例を選定して共通要因分析を

行っている。結果の類似性の観点から，「保守管理不備の事象」を「点検周期超過の事象」

の分析における一代表事例とすることも考えられるが，直接要因が異なること及び「保守

管理不備の事象」に対して個別の分析指示が出されていることから，報告書としては別々

にまとめることとし，本節にて，「点検周期超過の事象」との関連性を整理することとし

た。  

ただし，「点検周期超過の事象」も代表事例ごとに背後要因分析を実施しており，その

上で「保守管理不備の事象」との関連を整理していることから，「保守管理不備の事象」

を代表事例の一つと位置づけたことと実質的に同じであると考えられる。 
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１０.おわりに 

  当社柏崎刈羽原子力発電所の第 2～4 号機において，プラント長期停止中に行うべき「特別

な保全計画」に基づく保全が十分に実施されておらず，プラント長期停止中の計測制御設備

に対する健全性担保が不十分となっていました。このことを当社は深く反省し，今後は，「特

別な保全計画」を確実に実施できるよう徹底した再発防止対策に取り組んでまいります。 

 

以 上 

  

 

 

40 



 

41 

用語の定義 

 

※１：「特別な保全計画」 

地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合など，特別な措置として，あ

らかじめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた計画。 

 

※２：主要な計器 

 検査対象計器。（定期事業者検査，使用前検査及び保安規定に係るもの） 

 

※３：その他計器 

 「主要な計器」以外の計測制御設備で，一定の環境条件の下で，測定量以外の影響によっ

て生じる計器の特性の緩やかで継続的なずれを生じる計器。 
 

※４：ドリフト評価 

一定の環境条件の下で，測定量以外の影響によって生じる計器の特性の緩やかで継続的

なずれの量を評価する手法。 

 

※５：SGTS 

原子炉建屋内で放射線物質漏えい事故が発生した時，自動的に常用換気系を隔離すると

ともに，原子炉建屋内を負圧に保ちながら，建屋内の放射性よう素や粒子状放射性物質の

外部放出を低減する装置。 

SGTS：非常用ガス処理系 Stand by Gas Treatment System 

 



時系列図及び問題点の概要 添付資料－１

実際に行われるべきプロセス 実際に行われたプロセス

事　象 本店
技術総括部

技術グループ
第一保全部

保全計画グループ
3号機
当直員

年 月 日 事　象 本店
技術総括部

技術グループ
第一保全部

保全計画グループ
3号機
当直員

抽出された問題点

保全計画の一項
目となる「特別な
保全計画」の記載

内容の周知

情報配布情報配布 保全計画の一項
目となる「特別な
保全計画」の記載

内容の周知

電気事業法施行規
則の規定の解釈

(内規)

点検長期計画表における
点検周期超過の調査

「特別な保全計画」における
点検間隔超過の調査

収集した資料の抜粋
第一保全部

計測制御グループ

「プラント長期停止時対応マニュアル」に基づく，
「特別な保全計画」の作成

「特別な保全計画」の
検討開始

「特別な保全計画」の作成

[対象計器の決定]

「特別な保全計画」
の取りまとめ

保全計画の
作成～所長承認

中越沖地震発生

技術検討書による
点検方針の決定

[点検間隔の決定]

[点検方法の決定]

電気事業法
施行規則公布

各グループに「特別
な保全計画」の作成
協力を依頼

電気事業法施行規
則の規定の解釈

(内規)

SGTS
手動起動試験

[対象計器の決定]
（停止中に機能要求のある設備）
主要な計器：定期事業者検査，

使用前検査，保安規定に係る計器
その他計器：その他一般計器

各グループに「特別
な保全計画」の作成
協力を依頼

[点検間隔の決定]
主要な計器：27ヵ月の検討結果

に対し，「極力27ヵ月」とした
その他計器：34ヵ月の検討結果
に対し，「34ヵ月（目安）」とした

技術検討書による検討

保全計画の
作成～所長承認

「特別な保全計画」の作成

・対象計器
「プラント停止中に機能要
求のある設備」と定めた

・点検間隔
「点検計画による」と定
め，詳細は技術検討書を
指定

・点検方法
「点検・校正後一定期間
経過した主要計器につい
ては，ループ校正等によ
る健全性評価を実施す
る」と定めた

H23.12.16

H21.8.7～
H21.8.12

第一保全部
計測制御グループ

H20.8.29

中越沖地震発生H19.7.16

「プラント長期停止時対応マニュアル」に基づく，
プラント起動前点検の方法検討

H20.8.19～
H20.8.28

技術メモ作成～承認
（プラント起動前点検：当社独自のドリフト評価により，

主要な計器の健全性を確認）

電気事業法
施行規則公布

H21.3.18～
H21.3.19

H22.7～
H22.10

点検計画の作成

点検実績の把握

点検計画に基づく点検の実施～実績反映

「特別な保全計画」
の取りまとめ

H20.12.26

SGTS
手動起動試験

点検長期計画表における
点検周期超過の調査

H22.12.21～
H23.2.28

耐震強化工事に伴うプラント復旧時期の変更

技術検討書
作成～ＧＭ承認

当時のプラント復旧工程においては，追
加的な点検が不要と判断し，その旨を
記載

[プラント起動前点検方法の決定]
既存の技術メモに基づく対応

取水路の隔離時に点検を実施すべき機器に対し，
「特別な保全計画」に基づく点検を実施

（取水路の隔離に関わらない機器については，
プラント起動前点検としてドリフト評価を実施することとした）

問題点⑧
計測制御グループは，前提条件の変化に備えた
「特別な保全計画」の具体的な管理方法を定めて
いなかったため，プラント復旧工程に変化が生じた
際に，すみやかに「特別な保全計画」の対応方針を
変更できなかった。

問題点Ａ
計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検間
隔を定める際に，社内マニュアルに基づく数値の採
用や過去の点検データに基づく簡易的な評価によ
り点検間隔を定めており，一般的な規格基準類を
参照しなかったために，客観性が不十分な検討結
果となった。

問題点Ｂ
計測制御グループは，計器を使用する当直員が点
検期限を容易に把握できるように情報提供を行って
いなかったため，当直員から定例試験に関わる計
器の点検間隔超過に関する指摘が行われなかっ
た。

問題点⑤
計測制御グループは，具体的な点検間隔の評価結
果を得たにもかかわらず，「目安」や「極力」という表
現を付記して，「特別な保全計画」の要求事項をあ
いまいにした。

問題点Ａ：本事象の直接的な原因ではないが，調査
の過程で判明した問題点。

問題点Ｂ：本事象の直接的な原因ではないが，調査
の過程で判明した問題点。

問題点⑦
計測制御グループは，技術検討書にて「特別な保
全計画」に基づく点検が当面不要という結論を得た
ことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わ
ず，適切な時期に点検計画表を作成できなかった。

問題点⑨
計測制御グループは，「特別な保全計画」に基づく
具体的な点検計画表を作成しておらず，点検実績
の把握もしていなかったため，取水路の隔離時に
あわせて計器の点検を実施した際，取水路の隔離
状態に関わらない他の計器について，「特別な保
全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必要
性に気づかなかった。

問題点⑩
計測制御グループは，点検長期計画表の点検周
期超過の調査時に，「特別な保全計画」に関する点
検間隔超過の調査については上層部からの調査
指示に含まれておらず，また，点検実績を管理して
いなかったことから，ただちに調査を実施すること
は不可能と考え，調査対象外としてしまった。

問題点①
計測制御グループは，長期保管中の具体的な対応
内容がマニュアル上不明確であったことから，起動
前点検方法の検討のみを行い，停止中の点検方法
については検討を行わなかった。

問題点②
規制要求に対する時間的余裕がなかったことから，
計測制御グループは，技術検討書の具体的な点検
方針を別途定めることとして保全計画の作成を終え
てしまった。

問題点⑥
技術検討書作成時点では，「特別な保全計画」に基
づく点検が不要と判断されたことから，計測制御グ
ループは，点検が必要となる条件を明記しなかっ
た。

問題点④
プラント停止中に機能要求のある設備を起動前の
健全性確認の考え方に基づいて検討してしまった
ため，定例試験対象計器が「主要な計器」の対象か
らもれてしまった。

問題点③
計測制御グループは，停止中に機能要求がない機
器についても「特別な保全計画」の点検対象と定め
たことにより，点検すべき対象機器が膨大な数とな
り，自ら定めた点検計画を遵守できなかった。

【プラント長期停止時対応マニュアル】
［長期停止の考え方］
長期停止の一つの目安としては，「300日（10ヵ月）以上」が挙げられる。

［長期停止の特別な保全計画作成にあたっての基本的な考え方］
設備保守箇所グループマネージャーは，予測されるプラント停止期間を踏まえた点検工程を計画するととも
に，以下事項を考慮した特別な保全計画を作成する。
（２）起動前，起動時の各段階において，不適合の誘発が懸念される設備に対して必要な点検項目を洗い
出し，点検を行う。
（３）待機期間中，系統・機器の健全性確認が必要なものに対しては，試運転・機能確認等を実施する。
（４）次回運転サイクルにおいて，機器の信頼性が懸念される場合は，点検周期の前倒しを考慮し，待機期
間中に点検を実施する。
（５）次回運転サイクルにおいて，部品の劣化等が懸念される場合は，部品の手配を検討する。

［具体的な保全方法（例）］
・保管と点検についての具体例は以下の通りとする。
（１）保管
計装品関係の記載なし。
（２）点検
ａ．起動前点検
（ｅ）点検・校正後一定期間経過（半年を目安）した主要計器については，ループ校正等による健全性を確
認する。

【保守管理基本マニュアル】
［保全計画の作成］
設備保守管理グループマネージャーは，保全計画へのインプットに記載される情報をもとに，保全の重要
度に応じた原子力発電施設の保全計画の作成を行う。

［特別な保全計画の作成］
設備保守箇所グループマネージャーは，地震や長期点検等のために長期停止となった場合などの特別な
保全計画が必要となった場合，「プラント長期停止時対応マニュアル」に基づき保全計画を作成する。

［保全計画へのインプット］
・「原子力発電所機械，電気，計装及び廃棄物処理設備点検手入れマニュアル」
・「原子力発電所電気・計装設備交換マニュアル」
・保全重要度，不適合の是正処置計画
・技術検討書，技術メモ
・ＭＥＴＩ情報　他

【技術検討書作成・処理ガイド】
［技術検討書作成の対象項目］
・以下の各事項の内，グループマネージャー等が必要と認めた事項
（５）運転管理上の基本方針にかかわる事項で，発電所の運用上重要な事項。
（６）上記のほか，特に必要と認めた事項。

［技術検討書の処理方法］
（５）技術検討書の承認
・技術検討書の承認区分は，承認区分一覧に基づき作成箇所グループマネージャーが決定する。承認を
得る順序は，処理フローチャートの通りとする。承認された技術検討書には画像・図書検索システムにて発
番処理を行う。

［承認区分一覧］
承認区分Ａ：所長
・発電所の全体運営にかかわる事項。
・保安規定の変更を必要とする事項。
・許認可の取得等を必要とする事項で重要な事項。
承認区分Ａ：所長　（内容が運転管理部及び保全部の権限業務に限らない場合）あるいは
　　　　　　　  ユニット所長　（内容が運転管理部及び保全部の権限業務に限る場合）
・設計管理基本マニュアルの設計管理区分Ⅰに相当する設備。
－原子炉の安全機能または放射線防護機能を維持していく上で重要となる設備の設計に関する事項。
－当該機器等の故障，破損によりただちに発電停止，あるいは管理上の制限により，プラントの信頼性に
影響を与える機器の設計に関する事項。
承認区分Ｂ：部長
・設計監理基本マニュアルの設計管理区分Ⅱに相当する設備。
－区分Ａ以外で原子炉の安全機能または放射線防護機能を維持していく上で重要となる設備の設計に関
する事項。
－設備改良，新設計および運転管理にかかわるもののうち，故障，破損によりただちにプラントの停止ある
いは出力低下に至ることはないが，点検，修理を行うためにプラントの信頼性に影響を与える設備の設計
に関する事項。
承認区分Ｃ：グループマネージャー
・区分Ａ，Ｂ以外のもの

【点検長期計画表に関する実績調査計画書】
・点検長期計画表記載の点検周期がマニュアルに定められている点検周期と　相違ないことを確認する。
・点検長期計画表上において点検周期逸脱がないことを確認する。
・点検実績が点検長期計画表と相違ないことを確認する。

【保安規程（保全計画）手引き】
［プラント長期停止に係る点検・保管対策の記載例］
長期停止に伴い点検計画に拠らず特別な管理（点検周期の変更，保管対策等）を行うものについて記載す
る。
ａ．長期停止を伴う追加措置の内容
　　（ａ）長期停止する構築物，系統及び機器の保管方法
　　　　（乾燥保管，真空保管，満水保管，循環運転など）
　　（ｂ）長期停止中に運転状態にある機器や保管状態で劣化が想定される
　　　　機器への追加的な点検方法
ｂ．対象とする機器又は系統名
ｃ．実施内容
　　・点検方法

【電気事業法（実用炉規則）】
特別な保全計画等（実用炉規則第１１条第１項第７号）
［特別な保全計画が必要な場合］
・原子炉の運転を相当期間停止する場合その他プラントがその保守管理を行う観点から特別な状態にある
場合においては，実用炉規則第１１条第１項第７号の規定に基づき，特別な保全計画を定め，実施する必
要がある。
・相当期間とは，概ね１年以上とする。特別な状態にある場合とは，比較的広範な機器に対し追加的な点
検等を実施する必要がある場合や，設備全般に対する長期保管対策を実施する場合などとする。

［特別な保全計画の内容］
・特別な保全計画の内容としては，保全活動管理指標および保守管理の実施に関する計画の事項につい
て，プラントの状態に応じて，適切な時期に点検等を行うことを定める必要がある。
・特別な保全計画の始期及び期間は，プラントの状態に応じたものとして設定し，記載する必要がある。
・新たな保全計画の期間に移行する場合においては，それまでの点検等の適切性の評価を行ったうえで，
新たに計画した点検等の適切性の評価を行い，その結果を保全活動管理指標又は保全計画についての
評価の結果を記載した書類に記載する必要がある。
・また，通常の管理とは異なることが想定されるため，当該計画の実施に係る体制，記録管理等について，
その概要を記載する必要がある。

【柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定】
［特別な保全計画の策定］
（１）組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，特別な措置として，あらか
じめ当該原子炉施設の状態に応じた保全方法および実施時期を定めた計画を策定する。
（２）組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，系統および機器が，所定の機能を発揮しう
る状態にあることを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。
ａ）点検の具体的方法
b）所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項目，評価方法および管
理基準
c）点検の実施時期
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時系列図 添付資料－２
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年　月　日 事　　　象

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ａ

（点検計画チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ａ
（点検計画チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｂ
（1号チーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ａ

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ｂ

第二保全部
計測制御
ＧＭ－Ｃ

第二保全部
環境施設
ＧＭ－Ｄ

～H19.7.16 中越沖地震発生以前

H19.7.16 中越沖地震発生

プラント起動前点検
実施方法の検討

H20.8.19 技術メモ作成

技術メモ「計装品長期保管
時における健全性評価の
確認について」を作成し
た。

H20.8.28 技術メモ承認

技術メモの内容を審査した。
（第二保全部 計測制御Ｇメンバー，
第二保全部 環境施設Ｇメンバーも審査を実施）

 技術メモを承認した。

【保守管理基本マニュアル】（抜粋）
［保全計画の作成］
設備保守管理ＧＭは，「保全計画へのインプット」に記載される情報をもとに，保全の重要度に応じた原子力発電施設の保全計画の作成を行う。
［保全計画へのインプット］
・「原子力発電所機械，電気，計装及び廃棄物処理設備点検手入れマニュアル」，「原子力発電所電気・計装設備交換マニュアル」
・保全重要度，不適合の是正処置計画
・技術検討書，技術メモ，ＭＥＴＩ情報　他

「保守管理基本マニュアル」等の保守に関連する社内マニュアルに基づき，点検長期計画表を作成し，プラント設備の点検を実施していた。

発電所プラント設備が全号機自動停止した。

地震発生後の時間経過から，プラント起動に向けての対応が必要となると考え，過去の1号機におけるプラント長期停止時の起動前点検として行ったド
リフト評価方法を基に，プラント起動前点検の方法について検討を開始した。

【プラント長期停止時対応マニュアル】（抜粋）
［長期停止の考え方］
・長期停止の一つの目安としては，「300日（10ヵ月）以上」が挙げられる。

［長期停止の特別な保全計画作成にあたっての基本的な考え方］
・設備保守箇所ＧＭは，予測されるプラント停止期間を踏まえた点検工程を計画するとともに，以下事項を考慮した特別な保全計画を作成する。
（２）起動前，起動時の各段階において，不適合の誘発が懸念される設備に対して必要な点検項目を洗い出し，点検を行う。
（３）待機期間中，系統・機器の健全性確認が必要なものに対しては，試運転・機能確認等を実施する。
（４）次回運転サイクルにおいて，機器の信頼性が懸念される場合は，点検周期の前倒しを考慮し，待機期間中に点検を実施する。
（５）次回運転サイクルにおいて，部品の劣化等が懸念される場合は，部品の手配を検討する。

［具体的な保全方法（例）］
保管と点検についての具体例は以下の通りとする。
（１）保管
計装品関係の記載なし。
（２）点検
ａ．起動前点検
（ｅ）点検・校正後一定期間経過（半年を目安）した主要計器については，ループ校正等による健全性を確認する。

第一・第二保全部共通の課題だったが，第二保全部 計測制御Ｇが，6，7号機の定期検査対応で繁忙だったことから，第一保全部 計測制御Ｇが代表し
て，プラント起動前点検における計器の健全性確認の評価方法をまとめた。

【プラント起動前点検における計器の健全性確認の評価方法】
《主要な計器の対象》
①保安規定対象の計器
②「検査及び試験基本マニュアル」に定めている定期事業者検査及び使用前検査に係る計器
《対象期間の定義》
計器点検完了から，原子炉起動（制御棒引き抜き開始）までの期間が6ヵ月を超える計器
《評価方法》
各サイクルの校正前最大誤差から1日あたりのドリフト量の3回平均値（絶対値）を算出し，次回定期検査までの経過日数を乗算する。
結果が精度外となる場合，計器ループにおけるドリフト量を個別機器ごとのドリフト量から算出する。
ループ精度の評価結果が精度外となる場合，実物で当該計器のループ確認を実施し，調整前データが計器管理精度以内か確認する。
ここで精度外となった計器に対して，点検を実施する。精度内の結果が得られた時点で，当該計器に対するドリフト評価を完了とする。

まとめた評価方法を基に技術メモを作成し，運用することとした。

ＴＬ－Ｂ

添付資料－２においては，
グループ：Ｇ
グループマネージャー：ＧＭ
チームリーダー：ＴＬ
と記す。（問題点を除く）

白：
事実として確認された箇所

黄：
上記事実についての補足

ＧＭ－Ａの指名により，「特別な保全計画」の
検討の主体となったメンバー （当初）

第一保全部 計測制御Ｇでは，ＧＭ－Ａが（2・3号），ＧＭ－Bが（1・4号）を担当
し，メンバー（ＴＬ，担当者）は，（2・3号）及び（1・4号）を兼務しており，1～4号
機の業務を実施する体制となっている。

今回の，「特別な保全計画」の検討にあたっては，ＧＭ－Ａが中心となり，ＧＭ
－Ａから指名されたＴＬ及び担当者により検討等を行う体制としていた。

第一保全部 計測制御Ｇの業務運営体制

点検計画
チーム

設計
チーム

号機チーム

　ＴＬ 　ＴＬ 　ＴＬ

（１号）

　ＴＬ

リプレース
チーム

　ＴＬ

　総括・検査・
新検査対応

チーム（３号） （２，４号）

担当者-A
　ＴＬ－Ａ

ＧＭ－Ｂ
（１・４号）

【問題点①】
　計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過し
た時点で，「プラント長期停止時対応マニュアル」に基づき，
「特別な保全計画」を作成すべきだった。しかしながら，長期
保管中の具体的な対応内容がマニュアル上不明確であった
ことから，起動前点検方法の検討のみを行い，停止中の点
検方法については検討を行わなかった。

ＧＭ－Ａ
（２・３号）
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時系列図 添付資料－２
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年　月　日 事　　　象 本店

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ａ

（点検計画・新検査チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ａ
（点検計画・新検査チーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ａ

第一保全部
保全計画Ｇ

技術総括部
技術Ｇ

H20.8.29
電気事業法

施行規則公布

H21.1.6

『原子力発電工作物の保安のための点
検，検査等に関する電気事業法施行規
則の規定の解釈（内規）』（H20年12月26
日）が定められたことをうけ，METI情報と
して周知した。

保全計画
作成準備

電気事業法施行規則施行（H21年4月1
日）に伴い，保全計画書の提出が必要と
なるため，保全計画の一項目となる「特
別な保全計画」の記載内容を周知した。

各Ｇに対し，「特別な保全計画」を作成す
るよう依頼した。

当社は，これまでに「特別な保全計画」を
作成した実績がなかったため，他社原子
力発電所の前例を参考にし作成すること
となった。

H21.2.16～
H21.2.17

「プラント長期停止時対応マニュアル」
に，その他計器の点検間隔を明示する
必要はないと結論づけた。

「プラント長期停止時対応マニュアル」
は，主要計器の運転中の健全性確認を
実施することが記載されており，その他
計器の健全性確認は実施しなくても問題
ないと考えていた。

「特別な保全計画」ドラフト版の記載内容
を確認した。

※
（次頁）

「特別な保全計画」ドラフト版の記載内容
を確認した。

「特別な保全計画」を取りまとめた。

H21.3.18～
H21.3.19

保全計画
作成～所長承認

保全計画を作成した。

各部長及び副所長，ユニット所長が審査
し，所長が承認した。

【プラント長期停止時対応マニュアル】（抜粋）
［具体的な保全方法（例）］
保管と点検についての具体例は以下の通りとする。
（１）保管
計装品関係の記載なし。
（２）点検
ａ．起動前点検
（ｅ）点検・校正後一定期間経過（半年を目安）した主要計器については，ループ校正等による健全性を確認する。

「プラント長期停止時対応マニュアル」にその他計器の点検間隔が記載されず，「特別な保全計画」に具体的な点検間隔を記載す
るまでの案がまとまりきらなかった。保全計画の提出が迫っていたこともあり，点検間隔を点検計画によると記載し，保全計画の補
完物として「特別な保全計画」における点検の要否を含めた方針を技術検討書に記載することとした。また，技術検討書完成まで
の間，「特別な保全計画」は技術メモで対応することとした。

技術メモで定めた主要な計器以外にも，ドリフトする計器（その他計器）があったが，点検間隔が不明確だったことから，「プラント長
期停止時対応マニュアル」に，プラント停止中の健全性を担保するための点検間隔を記載するよう本店に相談した。

プラント長期停止時には，点検間隔を27ヵ月まで延長できるという話を以前から行っていたため，保全計画に記載する点検間隔は
27ヵ月になるだろうと漠然と思っていた。

保全計画に，プラント長期停止中における計測制御設備の保管対策（点検間隔，対象機器，点検方法等）を記載する必要があっ
た。

【問題点②】
　計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針につい
て十分に検討した上で「特別な保全計画」を完成させるべきだった。
しかしながら，規制要求に対する時間的な余裕がなかったことか
ら，技術検討書の具体的な検討方針を別途定めることとして保全計
画の作成を終えてしまった。
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時系列図 添付資料－２
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年　月　日 事　　　象

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ａ

（点検計画・新検査チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ａ
（点検計画・新検査チーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ａ

※

技術検討書記載内容
の検討

技術検討書の作成を力量
のあるＴＬ－Ａと担当者ーＡ
に指示した。

技術検討書に記載した対
象は1～7号機だったが，実
際に技術検討書の適用範
囲としては，停止期間が長
い2～4号機だと考えてい
た。

プラント停止期間中に追加
的な点検を行う必要は，ま
ずないとは考えていたが，
技術検討書に1～7号機の
代表的な例として1号機の
対象設備リストを添付する
必要があると考え，作成を
指示した。

1号機の対象設備リストを
作成した。

プラント停止中に機能要求のある設備として，技術メモに
おける「主要な計器」の選定を参考にして，「主要な計器」
を検査対象計器（定期事業者検査，使用前検査及び保安
規定に係るもの）と定めた。また，「主要な計器」以外のド
リフト計器を「その他計器」と考えることにした。

プラント停止中に機能要求のある計器のうち，ドリフトが発
生する計器に対して，プラント停止中の追加的な点検を行
う間隔を，「主要な計器」は極力27ヵ月，「その他計器」は
34ヵ月を目安に管理すると定めた。

個別機器の点検データによる点検実績の確認は行わな
かった。また，当時のプラント復旧計画においては，追加
的な点検は必要ないだろうと考えていたため，追加的な点
検が必要となる具体的な時期や点検方法についての議論
がなされなかった。

「主要な計器」の点検間隔は，「原子力発電所機械，電
気，計装及び廃棄物処理設備点検手入れマニュアル」の
点検間隔を根拠として，27ヵ月とした。

「その他計器」の点検間隔は，過去の点検データにおける
ドリフト量を評価し，34ヵ月とした。

プラント起動前点検の方法として，既承認済みである技術
メモの考え方を踏襲することとした。また，追加的な点検
は必要ないとの結論だったことから，「地震後点検を1回行
うことで，追加的に点検を行う必要がない」と記載すること
とした。

計器は膨大な数であることから，個々の計器に対する点
検間隔を定める認識ではなく，ある一定の計器点検実施
の目安というような社内管理値を定める感覚だった。

【問題点Ａ】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検間隔を定め
る際に，客観的な妥当性が十分に得られるような検討を行うべ
きであった。しかしながら，社内マニュアルに基づく数値の採用
や過去の点検データに基づく簡易的な評価により点検間隔を
定めており，一般的な規格基準を参照しなかったため，客観性
が不十分な検討結果となった。

問題点Ａ：本事象の直接的な原因ではない
が，調査の過程で判明した問題点。

【問題点⑤】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を
適切に定め，それを遵守する必要があった。しかしながら，計
測制御グループは，具体的な点検間隔の評価結果を得たに
もかかわらず，それを実行するための技術検討書の作成に
あたっては，点検間隔を「目安」や「極力」と付記して定め，
「特別な保全計画」の要求事項をあいまいにした。

【問題点⑥】
　計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計
画」に基づく点検が必要となる条件を記載すべきだった。しかし
ながら，技術検討書作成時点では，「特別な保全計画」に基づ
く点検が不要と判断されたことから，点検が必要となる条件を
明記しなかった。

【問題点③】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の
点検対象となるプラント停止中に機能要求があ
る機器に対し，自ら遵守できるような点検計画
を定めるべきだった。しかしながら，技術検討段
階において停止中に機能要求がない機器につ
いても「特別な保全計画」の点検対象と定めた
ことにより，点検すべき対象機器が膨大な数と
なり，自ら定めた点検計画を遵守できなかっ
た。

【問題点④】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検
対象設備をプラント停止中に機能要求のある設備
と定め，技術検討書にて具体的内容を定めた。技
術検討書の「主要な計器」においては，定期事業者
検査，使用前検査，保安規定に係る計器，定例試
験に関わる計器が含められるべきだった。しかしな
がら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて検
討してしまったため，定例試験対象計器が「主要な
計器」の対象からもれてしまった。
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年　月　日 事　　　象

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ａ

（核・モニタ設備チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ｂ

（点検計画／リプレースチーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ａ
（H21.7他Ｇへ異動）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｂ
（点検復旧チーム・総括チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｃ
（点検計画／リプレースチーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－A

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ｅ

第二保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｄ

第二保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ｃ

第二保全部
計測制御
ＧＭ－Ｆ

サテライトオフィスで定期検
査業務を行うことになり，Ｔ
Ｌ－Ａに業務を引き継い
だ。

H21.7 ＴＬ－Ａ異動
他Ｇへ異動となり，技術検
討書の作成業務を担当者
－Ｂへ引き継いだ。

H21.8.7 技術検討書の作成 技術検討書を作成した。

今定期検査中に，「特別な
保全計画」に基づく点検は
不要だろうと思っていた。

H21.8.12 技術検討書の承認 技術検討書を承認した。

「特別な保全計画」に基づく
点検が必要になった段階
で，機器ごとの具体的な点
検計画表を策定すればい
いと考えていた。

同様の業務を実施している
マネージャーとして，実質的
に審査を実施。

計測制御Ｇメンバーに対
し，技術検討書の内容周知
を行わなかった。

周知の実施につながるよう
な積極的なフォローがＧＭ
からなかった。

「地震後点検を１回行うこと
で，追加的に点検を行う必
要がない」との記載内容が
印象に残った。

「地震後点検を１回行うこと
で，追加的に点検を行う必
要がない」との記載内容が
印象に残った。

技術検討書を審査した。

今定期検査中に，「特別な保全計画」に基づく点検は不要
だろうと思っていた。

【技術検討書作成・処理ガイド】（抜粋）
［技術検討書作成の対象項目］
以下の各事項の内，ＧＭ等が必要と認めた事項
（５）運転管理上の基本方針にかかわる事項で，発電所の
運用上重要な事項。
（６）上記のほか，特に必要と認めた事項。
［技術検討書の処理方法］
（５）技術検討書の承認
技術検討書の承認区分に基づき作成箇所ＧＭが決定す
る。

同様の業務を実施している
マネージャーとして，実質
的に審査を実施。

技術検討書を承認した。

技術検討書を審査した。

［承認区分一覧］
承認区分Ａ：所長
・発電所の全体運営にかかわる事項。
・保安規定の変更を必要とする事項。
・許認可の取得等を必要とする事項で重要な事項。
承認区分Ａ：所長　（内容が運転管理部及び保全部の
　　　　　　　　　　　　　権限業務に限らない場合）あるいは
　　　　　　　　ユニット所長　（内容が運転管理部及び保全
　　　　　　　　　　　　　　　　　　部の権限業務に限る場合）
・設計管理基本マニュアルの設計管理区分Ⅰに相当する設
備。
－原子炉の安全機能または放射線防護機能を維持していく
上で重要な設備となる設計に関する事項。
－当該機器の故障，破損によりただちに発電停止，あるい
は管理上の制限により，プラントの信頼性に影響を与える
機器の設計に関する事項
承認区分Ｂ：部長
・設計管理基本マニュアルの設計管理区分Ⅱに相当する設
備。
－区分Ａ以外で原子炉の安全機能または放射線防護機能
を維持していく上で重要となる設備の設計に関する事項。
－設備改良，新設計および運転管理にかかわるもののう
ち，故障，破損によりただちにプラントの停止あるいは出力
低下に至ることはないが，点検，修理を行うためにプラント
の信頼性に影響を与える設備の設計に関する事項。
承認区分Ｃ：ＧＭ
・区分Ａ，Ｂ以外のもの

【問題点⑦】
　計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり
次第，対象機器や点検実績を把握し，個別機器の具体的な点
検計画表の作成が適切な時期に行われるようにしておくべきで
あった。しかしながら，計測制御グループは，技術検討書にて
「特別な保全計画」に基づく点検が当面不要という結論を得た
ことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わず，適切な時
期に点検計画表を作成できなかった。
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年　月　日 事　　　象

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ｂ

（1号機・検査長計チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｃ
（総括・設計チーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ａ

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ｅ

耐震強化工事等によ
るプラント復旧工程の

延長

H22.4.15
取水路の隔離に伴う
点検計画作成指示

（3号機）

取水路の隔離時に点検す
べき計器の点検を計画す
るよう指示した。

「特別な保全計画」に基づ
く点検は必要だと認識して
おり，取水路の隔離時に
合わせて実施可能な計器
に対して点検を行うべきだ
と思っていた。

3号機の起動に向けて，取
水路の隔離に関わらない
他の計器についても，「特
別な保全計画」に基づく対
応が必要だと考えてい
た。

今後，2，4号機についても
同様の対応を実施しよう
と思っていた。

取水路の隔離時に実施す
べき計器の点検を計画し
た。
「特別な保全計画」に基づ
く点検は必要だと認識して
おり，この取水路隔離に
合わせて実施可能な点検
を行うべきだと思っていた
が，取水路の隔離に関わ
らない他の計器はドリフト
評価で済ませようと思って
いた。

H22.7～H22.10
取水路の隔離に伴う
点検実施 （3号機）

H22.11
起動準備のためのド
リフト評価 （3号機）

技術メモの評価方法を用
いて，3号機のドリフト評価
を開始した。

H22.12.21～H23.2.28
点検長期計画表にお
ける点検周期超過の

調査

H23.3
東北地方太平洋沖地

震発生

地震により，3号機起動前
評価会議が中断となった
ため，ドリフト評価を中断
した。

地震発生に伴い，プラント
停止期間がさらに延びる
ことを意識した。

取水路の隔離時に点検を実施すべき計器について，「特別な保全計画に基づく点検を
実施した。

点検長期計画表の調査指示文書に基づき，点検長期計画表における点検周期超過の調査を実施した。

【点検長期計画表に関する実績調査計画書】（抜粋）
・点検長期計画表記載の点検周期がマニュアルに定められている点検周期と相違ないことを確認する。
・点検長期計画表上において点検周期逸脱がないことを確認する。
・点検実績が点検長期計画表と相違ないことを確認する。

点検長期計画表の点検周期超過の調査指示は，点検長期計画表（サイクル管理）で，点検実施あるいは点検予定
の有無を確認することだったことから，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査は要求されておらず，対象
外だと判断した。また，点検実績を管理していなかったため，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査への
準備は整っていなかった。

【問題点⑩】
　計測制御グループは，点検長期計画
表における点検周期超過の調査時に，
「特別な保全計画」に関する点検間隔超
過の調査を行うべきであった。しかしな
がら，計測制御グループは，「特別な保
全計画」に関する点検間隔超過の調査
については上層部からの調査指示に含
まれておらず，また，点検実績を管理し
ていなかったことから，ただちに調査を
実施することは不可能と考え，調査対
象外としてしまった。

【問題点⑨】
　計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて
計器の点検を実施した際，取水路の隔離状態に関わ
らない他の計器についても「特別な保全計画」に基づ
く点検をすみやかに実施すべきだった。しかしなが
ら，「特別な保全計画」に基づく具体的な点検計画表
を作成しておらず，点検実績の把握もしていなかった
ため，取水路の隔離状態に関わらない他の計器につ
いて，「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに
実施する必要性に気づかなかった。

【問題点⑧】
　計測制御グループは，技術検討書における検討の前
提条件として定めたプラント復旧工程に変化が生じた
時，「特別な保全計画」の対応方針を変更すべきだった。
しかしながら，前提条件の変化に備えた「特別な保全計
画」の具体的な管理方法を定めていなかったため，プラ
ント復旧工程に変化が生じた際に，すみやかに「特別な
保全計画」の対応方針を変更できなかった。
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年　月　日 事　　　象

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ａ

（核・モニタ設備チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｅ
（原子炉設備チーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ａ

H23.5
長期未点検計器に対
する対応検討の指示

力量のあるＴＬ－Ｅに，プ
ラント停止期間の延長に
伴う，長期未点検計器に
対する対応方針の検討を
指示した。

「特別な保全計画」に基づ
く点検を計画し，実施した
いと思っていたが，明確に
点検間隔を超過している
事実に気づいていなかっ
たため，業務の期限を設
定しなかった。

ＴＬ－Ｅならば，業務をやり
遂げてくれると期待してい
た。

1号機の定期検査等，他
に優先すべき業務に注力
しており，完了期限を明確
に指示されていなかった
こともあって，検討を後回
しにしていた。

「特別な保全計画」に基づ
く点検の計画と実施という
明確な業務指示ではな
かったため，「特別な保全
計画」に基づく点検を実施
するとは考えておらず，な
んらかの対応を検討する
程度だと捉えていた。

長期未点検計器に対する
対応方針の検討が進んで
いなかったため、技術検
討書の内容確認を担当者
－Ａを含めて実施すること
にした。

技術検討書の記載内容を
確認したが，技術検討書
の要求事項が正確に伝わ
らず，点検の必要性に気
づかなかった。

技術検討書の記載内容を
確認したが，技術検討書
の要求事項が伝わらず，
業務優先度を上げなかっ
た。

以後，技術検討書の見直
しに関する積極的なフォ
ローは行わなかった。

事務本館とサテライト事務
所という物理的に離れた
距離で勤務していたた
め，コミュニケーションが
取りづらい状況にあった。

技術検討書の記載内容を確認した。
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年　月　日 事　　　象
原子力安全・保安院

（保安検査官）

第一保全部
計測制御Ｇ
担当者－Ｂ

（1号機定検チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ａ
（総括・検査・長計チーム）

第一保全部
計測制御Ｇ

ＴＬ－Ｅ
（原子炉設備チーム）

第一保全部
計測制御
ＧＭ－Ａ

３号機
当直員

H23.12.16
3号機

SGTS手動起動試験
（保安検査官立会）

トレインフィルタ差圧計に
貼付してある校正日は校
正期限として問題がないか
確認するよう指示した。

SGTS手動起動試験を行っ
た。

トレインフィルタ差圧計は計
測制御Ｇが定めた点検間隔
を超過していたが，当直員は
計器が点検されているのは
当然と思っており，点検間隔
の超過に気づいていなかっ
た。

差圧計の点検間隔は「1サ
イクル」と定めており，今停
止中の点検日として問題
ない旨を説明した。また，
技術検討書の話題を出し，
H24年3～5月にかけて「特
別な保全計画」に基づく点
検を実施する予定であるこ
とを説明した。

1号機第16回定期検査中
にも同様の質問を受けて
おり，同じように説明を実
施していた。また，第二保
全部 計測制御Ｇも同様の
質問を受けていて，同じよ
うな説明を実施し，納得い
ただいたという情報を得て
いた。

技術検討書の開示を要求
し，「特別な保全計画」に基
づく点検の計画について説
明を求めた。

H24.1.13

技術検討書の内容を保安
検査官に説明した。また，5
号機定期検査後のH24年3
～5月に「特別な保全計
画」に基づく点検を実施す
るため，対象計器の選定
に関する検討を始める予
定である旨を保安検査官
へ説明した。

技術検討書の内容を保安
検査官に説明した。また，5
号機定期検査後のH24年3
～5月に「特別な保全計
画」に基づく点検を実施す
るため，対象計器の選定
に関する検討を始める予
定である旨を保安検査官
へ説明した。

5号機担当の協力企業と3
号機担当の協力企業は同
じ会社であったため，5号
機定期検査後でなけれ
ば，協力企業の人的リソー
スの確保は難しいと考え
た。

H24.1.13～
H24.2.23

同様の対応を何度か行っ
た。

H24.2.27～H24.3.9
平成23年度

第4回保安検査

H24.3.9 ＮＩＳＡ指示文書発行 指示文書を発行した。

ＮＩＳＡ指示文書受領 指示文書を受領した。

　保安検査において，「所定の点検間隔を超過している機器が多数存在することを確認した」との指摘を受けた。

同様の対応を何度か行った。

社内調査を実施した結果，2～4号機の計測制御設備において，点検間隔を超過している計器があることが判明した。

【問題点Ｂ】
　計測制御グループは，計器を使用する当直
員が点検期限を容易に把握できるように情報
提供しておくべきだった。しかしながら，計測制
御グループからの情報提供が行われなかった
ため，当直員から定例試験に関わる計器の点
検間隔超過に関する指摘が行われなかった。

問題点Ｂ：本事象の直接的な原因ではないが，
調査の過程で判明した問題点。
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計測制御Ｇは，自
ら定めた点検間
隔内に，「特別な
保全計画」に基づ
く点検を実施でき
なかった（発注で

 きなかった）。
 

 

計測制御Gは，自
ら定めた点検間
隔内に，具体的な
点検計画表を作

 成しなかった。
 

 

計測制御Gは，当
初，「特別な保全
計画」に基づく点
検が必要になった
時点で，機器ごと
の具体的な点検
計画表を作成す
れば良いと考え，
具体的な点検計
画表の作成は不

 要と判断した。
 

 

計測制御ＧＭは，
今定期検査中に
「特別な保全計
画」に基づく点検
がただちに必要に
なると思っていな

 かった。
 

プラント復旧工程
を確認したところ，
「特別な保全計
画」に基づく点検
が必要になる期
限よりも先にプラ
ントが起動する予

 定だった。
 

 

計測制御Ｇは，主
要な計器の点検
間隔を極力27ヵ月
で重点的に管理

 すると定めた。
 

 

計測制御Ｇは，
「原子力発電所機
械，電気，計装及
び廃棄物処理設
備点検手入れマ
ニュアル」に記載
されている点検頻
度の値を参考とし

 た。
 

 

計測制御Ｇは，一
般的な規格基準
類等，社外の知
見を積極的に収

 集しなかった。
 

 

 

計測制御ＧＭは，
27ヵ月という点検
間隔が，技術的あ
るいは費用や労
力等の観点から
十分に妥当であ

 ると判断した。
 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，点検計
画を工程に合わ
せて作成すること
と記載してあっ

 た。
 

本店は，計測制
御Ｇが主要な計
器の点検間隔とし
て27ヵ月を採用す
ることに異論を唱

 えなかった。
 

手近にあるマニュ
アルから参考にで
きるものを探すの
が，基本的な仕事

 のやり方だった。
 

 

社外の知見を積
極的に収集する
ルールが明確に
なっていなかっ
た。

計測制御Ｇは，そ
の他計器の点検
間隔を34ヵ月（目

 安）と定めた。
 

 

 

 

 

その他計器の点
検間隔を定めるよ
りどころがなかっ

 た。
 

 

 

 

 

計測制御Gは，本
店と相談したが，
その他計器の扱
いについては，
「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」に明記しない
との結論となっ

 た。
 

本店は，その他計
器の点検間隔を
定める必要性を
感じなかった。

本店は，主要な計
器さえ管理してお
けば問題ないと考
えていた。

27ヵ月よりも前に
プラントの起動が
予定されていたた
め，そこで主要な
計器に対してプラ
ント起動前点検を
実施するつもり

 だった。
 

計測制御Ｇは，過
去の点検データを
評価したところ，
34ヵ月ならば誤差
範囲として許容で

 きると考えた。
 

 

計測制御Ｇは，一
般的な規格基準
類等，社外の知
見を積極的に収

 集しなかった。
 

 

 

過去の点検デー
タによって得られ
たドリフト量を独
自に評価したとこ
ろ，点検間隔が
34ヵ月の場合で
も，多くの計器が
管理精度内に

 入っていた。
 

 

計測制御Ｇは，適
切な点検時期を
見定めるための，
点検実績の把握
ができていなかっ

 た。
 

 

 

具体的な点検計
画表の作成に向
けて，点検実績を
把握するルール
が定められていな
かった。

計測制御Gは，点
検実績データを迅
速に抽出できるよ
うな管理をしてい

 なかった。
 

点検実績データを
格納している計器
校正データシステ
ムには，機器の点
検実績日を総覧
できるような機能
が備わっていな

 かった。
 

システム開発時に
は，個別機器の
点検実績を頻繁
に参照する業務
が想定されていな

 かった。
 

計測制御Gは，
「特別な保全計
画」の対象となる
機器のリストを整
備していなかっ

 た。
 

過去に「特別な保
全計画」の対応を
したことがなく，
「特別な保全計
画」の対象機器リ

 ストがなかった。
 

計測制御Gは，
「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」に基づき，プラ
ント起動前点検の
み検討しておけば
よいと考え，「特
別な保全計画」の
対象機器リストの
準備は不要と考

 えていた。
 

 

 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，プラント
起動前点検に関
わる内容のみが
具体的に記載さ
れており，停止中
における具体的な
対応内容が不明

 確な記述だった。
 

 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，機械系
設備の記述は入
念になされていた
が，計測制御設
備の記述が不十

 分だった。
 

計測制御設備に
対する基本的な
考え方について
の議論が十分に
なされていなかっ

 た。
 

計測制御Gは，過
去に作成済み
だったプラント起
動前点検の方法
を記した技術メモ

 を活用した。
 

 

保全計画情報の
インプットとして，
技術メモを用いる
ことは，ルール上
問題ではなかっ

 た。
 

 

⑦

再発防止対策Ａ
（本事象の直接的な原因ではないが，
調査の過程で判明した問題点への対策）

①

再発防止対策①

再発防止対策⑦

【具体的な点検計画表の作成不要との判断】

【点検間隔の決定】

添付資料－３においては，
グループ：Ｇ
グループマネージャー：ＧＭ
チームリーダー：ＴＬ
と記す。

Ａ

Ａ

再発防止対策Ａ
（本事象の直接的な原因ではないが，
調査の過程で判明した問題点への対策）※１

事実に基づく箇所

推測箇所

再発を防止したい事象

AND

OR

再発防止対策を実施する箇所

問題点

凡例
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背後要因図 添付資料－３
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計測制御Gは，後
に状況が変化した
際に，具体的な点
検計画表を作成
する必要性に気
づくことができな

 かった。
 

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」に関わる計器
の点検期限を管
理できていなかっ

 た。
 

 

 

「特別な保全計
画」の対応方針を
記した技術検討
書の文書管理が
適切に行われて

 いなかった。
 

 

計測制御Gは，技
術検討書を画像・
図書検索システ
ムに移管していた
ものの，活用すべ
き文書として特別
な管理をしていな
かった。

技術検討書は，
必要に応じて自ら
画像・図書検索シ
ステムで検索し
て，参照する文書
という扱いだっ

 た。
 

技術検討書は，
何らかの設計を
行う時などの特別
な業務において
必要となるもので
あり，日々の業務
において必要とさ
れることは滅多に

 なかった。
 

計測制御ＧＭは，
技術検討書作成
時，点検期限の
管理は不要だと

 判断した。
 

 

 

 

 

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」の点検間隔を
「目安」として扱う
ように設定してい
た。

計測制御ＧＭは，
点検間隔を超過し
たとしても，計器
の精度に影響が
ほとんどないと考
えていた。

計測制御ＧＭは，
技術検討書作成
時，過去の点検
結果から得られた
ドリフト量を独自
に評価したとこ
ろ，多くの計器が
管理精度内に入
ることを確認して

 いた。
 

計測制御ＧＭは，
技術検討書に記
載する内容は社
内の管理値であ
り，厳守するもの
ではないと考えて

 いた。
 

 

計測制御ＧＭは，
点検間隔を遵守し
て「特別な保全計
画」に基づく点検
を実施することが
要求事項であると
認識できなかっ

 た。
 

 

計測制御ＧＭは，
機器の点検期限
を厳格に管理して
いくのは無理だと

 考えた。
 

 

 

 

 

計測制御Ｇは，機
器の点検期限を
個別に管理してい
く準備ができてい

 なかった。
 

「特別な保全計
画」の対象となる
機器が膨大な数

 だった。
 

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求がない機
器に対しても，「そ
の他計器」として
「特別な保全計
画」の点検対象と
することを定め

 た。
 

 

 

計測制御Ｇは，ド
リフトする機器を，
プラント停止中に
機能要求がある
機器を対象とした
「特別な保全計
画」に含めて一律
に管理することと
していた。

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求がない機
器でも，ドリフトす
る機器であれば，
何らかの対応は
必要になると思っ
た。

計測制御ＧＭは，
復旧工程が長期
化することを予期

 していなかった。
 

 

 

 

 

「技術検討書作
成・処理ガイド」に
おいて，厳守すべ
き要求事項を表
現する際に用いる
べきではない不適
切な用語が定義
されていなかっ

 た。
 

計測制御Ｇは，対
象機器を幅広く選
んでおけば問題

 ないと思った。
 

検討の時間が不
足していたため，
検討が不十分と
なった。

計測制御ＧＭは，
技術検討書の内
容が保安規定違
反に関連する重
要な要求事項で
あると思っていな

 かった。

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関わる保安
規定の要求事項
を正確に捉えてい
なかった。

計測制御Gは，
「特別な保全計
画」の対象となる
機器のリストを整
備していなかっ

 た。
 

 

過去に「特別な保
全計画」の対応を
したことがなく，
「特別な保全計
画」の対象機器リ

 ストがなかった。
 

計測制御GＭは，
サイクル単位の管
理および複数機
器をバッチ処理す
る扱いを組み合
わせたやり方を，
月数単位および
個別機器ごとの
管理方法へ切り
替えることは，非
常に大きな労力を

 要すると思った。
 

既存のリストが存
在せず，点検実
績日は計器校正
データシートに，
点検間隔は技術
検討書に，対象機
器は点検長期計
画表に点在してい
た。

計測制御ＧＭは，
計測制御Ｇの判
断だけでは，点検
期間を自由に設
定できず，点検時
期が前後する可

 能性を懸念した。
 

 

原子炉Ｇ，タービ
ンＧ，電気機器Ｇ
等の機械系設備
を所掌するグルー
プの都合により，
点検実施可能期
間が左右されてし

 まうことがあった。
 

計測制御Gは，
「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」に基づき，プラ
ント起動前点検の
み検討しておけば
よいと考え，「特
別な保全計画」の
対象機器リストの
準備は不要と考

 えていた。
 

 

 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，プラント
起動前点検に関
わる内容のみが
具体的に記載さ
れており，停止中
における具体的な
対応内容が不明

 確な記述だった。
 

 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，機械系
設備の記述は入
念になされていた
が，計測制御設
備の記述が不十

 分だった。
 

計測制御設備に
対する基本的な
考え方について
の議論が十分に
なされていなかっ

 た。
 

当初の工程では，
「特別な保全計
画」に基づく点検
が必要になる期
限よりも先にプラ
ントが復旧して起
動する計画だっ

 た。
 

 

 

 　
 

 

 

計測制御GＭは，
協力企業の作業
員数には限りがあ
り，他の復旧優先
号機の定期検査
にマンパワーが集
中すると，期限内
に点検を実施でき
ない可能性を懸

 念した。
 

取水路の隔離な
どの作業により，
点検の期間が限
定される機器が存

 在していた。
 

計測制御Gは，過
去に作成済み
だったプラント起
動前点検の方法
を記した技術メモ

 を活用した。
 

保全計画情報の
インプットとして，
技術メモを用いる
ことは，ルール上
問題ではなかっ

 た。
 

 

【点検期限を管理できていなかった】

⑤

※１

再発防止対策③

再発防止対策⑤

③

①

再発防止対策①

※２
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背後要因図 添付資料－３

43 

44 
45 

46 
47 

48 

49 

50 
51 

52 

53 

54 

55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

計測制御Ｇは，点
検期限に関する
技術検討結果を
「特別な保全計
画」に反映してい

 なかった。

技術検討書によ
る具体的な点検
計画の検討が十
分になされていな
い状況で，保全計

 画が作成された。

「特別な保全計
画」作成時におけ
る技術検討書の
運用方法が不明
確で，技術検討書
が作成されてか
ら，「特別な保全
計画」を作成する
運用になっていな

 かった。
 

中越沖地震後の
設備健全性に係
る点検・評価計画
書もあわせて作
成する必要がある
等，保全計画の
提出期限まで時
間的余裕がな

 かった。
 

技術検討書の検
討に時間を要し
た。

その他計器に関
する点検間隔を
定めるのに時間

 を要した。
 

その他計器の点
検間隔を定めるよ
りどころがなかっ

 た。
 

 

 

 

計測制御Gは，本
店と相談したが，
その他計器の扱
いについては，
「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」に明記しない
との結論となっ

 た。
 

本店は，その他計
器の点検間隔を
定める必要性を
感じなかった。

本店は，主要な計
器さえ管理してお
けば問題ないと考
えていた。

計測制御Ｇは，技
術検討書が完成
した後，「特別な
保全計画」の修正
を行わなかった。

計測制御Ｇは，記
載事項の修正が
必要だと認識して
いなかった。

技術検討結果
が，地震後点検を
実施すれば，「特
別な保全計画」に
基づく点検は不要
との結論であり，
点検計画は当面

 不要だった。
 

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求がない機
器に対しても，「そ
の他計器」として
「特別な保全計
画」の点検対象と
することを定め

 た。
 

 

 

計測制御Ｇは，ド
リフトする機器を，
プラント停止中に
機能要求がある
機器を対象とした
「特別な保全計
画」に含めて一律
に管理することと
していた。

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求がない機
器でも，ドリフトす
る機器であれば，
何らかの対応は
必要になると思っ
た。

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」の修正を行う
ことが手間だと

 思った。
 

 

計測制御Ｇは，対
象機器を幅広く選
んでおけば問題

 ないと思った。
 

検討の時間が不
足していたため，
検討が不十分と
なった。

計測制御Ｇは，耐
震強化工事等に
よりプラント復旧
工程が遅れ始め
たとき，すみやか
に「特別な保全計
画」の対応方針を
変更できなかっ

 た。
 

 

 

計測制御Ｇは，プ
ラント停止期間と
「特別な保全計
画」に関する点検
間隔の関係を明
確に意識していな
かった。

計測制御Gは，特
定のプラント復旧
工程の条件に基
づく検討結果を得
ていたにも関わら
ず，その前提条件
となるプラント復
旧工程について，
明記していなかっ

 た。
 

 

 

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」に関して，検
討の際に定めた
前提条件の変化
に備えた具体的
な管理方法を定

 めていなかった。
 

 

上位職または他Ｇ
から計測制御Ｇに
対し，プラント復
旧工程の遅延に
よる「特別な保全
計画」の対応方針
変更の必要性に
ついての指摘が

 行われなかった。
 

上位職または他Ｇ
は，計測制御Ｇが
作成した技術検
討書の内容を明
確に理解していな
かった。

計測制御Ｇは，取
水路の隔離時に，
「特別な保全計
画」に基づく点検
の必要性につい
て十分な検討をし

 なかった。
 

 

 

 

計測制御ＧＴＬ－
Ｃは，取水路の隔
離状態に関わら
ない他の主要な
計器については，
まだ期限まで余裕
があると考え，プ
ラント起動前点検
としてドリフト評価
を実施すればよ

 いと考えていた。
 

計測制御Gでは，
プラント起動前点
検として，ドリフト
評価を行う運用が

 定着していた。
 

 

 

ドリフト評価は，最
初に計器の健全
性を確認し，必要
に応じて点検を行
うものであること
から，費用や労力
を考慮した際に，
最も合理的な対
応だった。

「特別な保全計
画」にて定めた点
検間隔に基づく具
体的な点検計画
表を作成していな

 かった。
 

 

 

計測制御Ｇは，起
動前にまずドリフ
ト評価を行うとい
う運用について，
技術メモで検討を
終えており，確証

 を得ていた。
 

 

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」を実施中にも
関わらず，点検実
績を容易に把握
できる管理をして

 いなかった。
 

 

⑧

⑨

再発防止対策⑥

再発防止対策⑦

②

再発防止対策②

⑥

再発防止対策③

再発防止対策⑦

③

【技術検討結果を「特別な保全計画」に反映しなかった】

【プラント復旧工程の延長】

【取水路の隔離に伴う計器点検】
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背後要因図 添付資料－３
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計測制御Ｇは，点
検長期計画表の
点検周期超過の
調査時に，「特別
な保全計画」に基
づく点検の必要性
について検討しな

 かった。
 

 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関する点検
間隔超過の調査
を対象外としてし

 まった。

計測制御ＧＭは，
上位職から，「特
別な保全計画」に
関わる機器の点
検間隔超過の調
査を指示されな
かった。

保全部長は，「特
別な保全計画」に
関する点検間隔
超過の調査の必
要性に気づかな
かった。

保全部長は，「特
別な保全計画」に
ついて記された技
術検討書の内容
を明確に認識して

 いなかった。
 

 

 

 

「技術検討書作
成・処理ガイド」に
おいて，保全部長
が「特別な保全計
画」の内容確認者
として定められて

 いなかった。

会議等で技術検
討書の内容が適
宜，保全部長に
伝えられていな

 かった。
 

 

 

 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関する点検
間隔超過の調査
の必要性を保全
部長へ進言しな

 かった。
 

 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関する点検
間隔超過の調査
への準備が整っ

 ていなかった。
 

計測制御Ｇは，点
検実績を管理して
いなかった。

物量に対し，人的
リソースが不足し
ていた。

計測制御Ｇでは，
指示が出されて
から実際に行動
に移る文化が定
着していた。

計測制御Ｇは，工
程の主導権を持
ち合わせていな
かった。

原子炉Ｇ，タービ
ンＧ，電気機器Ｇ
等の機械系設備
を所掌するグ
ループの都合に
より，点検実施可
能期間が左右さ
れてしまうことが

 あった。
 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関わる点検
間隔超過の調査
は別の機会に行
われるだろうと

 思っていた。

取水路の隔離な
どの作業により，
点検の期間が限
定される機器が

 存在していた。
 

 

計測制御ＧＭは，
喫緊で行うべき問
題だと思わなかっ

 た。
 

 

計測制御Ｇは，3
号機のドリフト評
価に関わったが，
「特別な保全計
画」に基づく点検
の必要性につい
て検討する考え
に至らなかった。

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，プラン
ト起動前点検とし
て，ドリフト評価を
実施すれば問題
ないと考えてい
た。

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，今定期
検査中に，「特別
な保全計画」に基
づく点検は不要だ
との思いがあっ

 た。

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，技術検
討書作成時から，
地震後点検を実
施すれば，「特別
な保全計画」に基
づく点検は不要と
なるとの印象を強

 く持っていた。
 

計測制御Gでは，
プラント起動前点
検として，ドリフト
評価を行う運用
が定着していた。

ドリフト評価は，
最初に計器の健
全性を確認し，必
要に応じて点検を
行うものであるこ
とから，費用や労
力を考慮した際
に，最も合理的な

 対応だった。
 

計測制御Ｇは，プ
ラント起動前点検
の方法を技術メモ
でまとめていて，

 実績もあった。
 

 

 

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，東北地
方太平洋沖地震
によりドリフト評価
が中断となった
が，「特別な保全
計画」に基づく点
検の必要性につ
いて検討する考
えに至らなかっ

 た。
 

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，計測制
御ＧＭから，「特
別な保全計画」に
基づく点検を実施
するよう指示を受
けなかった。

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」を実施中にも
関わらず，点検実
績を容易に把握
できる管理をして
いなかった。

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，今定期
検査中に，「特別
な保全計画」に基
づく点検は不要だ
との思いがあっ
た。

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，技術検
討書作成時から，
地震後点検を実
施すれば，「特別
な保全計画」に関
わる点検は不要
となるとの印象を

 強く持っていた。
 

計測制御ＧＭは，
東北地方太平洋
沖地震発生によ
るプラント長期停
止化を認識した
時，「特別な保全
計画」に基づく点
検の必要性につ
いて十分な検討

 を行わなかった。
 

計測制御ＧＭから
検討指示を受け
た計測制御ＧＴＬ
－Ｅは，長期未点
検計器に対する
対応方針の検討
業務を後回しにし

 た。
 

 

計測制御ＧＴＬ－
Ｅは，1号定期検
査の業務を優先

 した。
 

 

 

 

 

 

 

計測制御ＧＭは，
計測制御ＧＴＬ－
Ｅへ積極的なフォ
ローを実施しな

 かった。
 

 

 

 

 

計測制御GMは，
業務の優先順位
を正しく判断でき

 なかった。
 

 

 

 

 

 

 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に基づく点検
が，保安規定違
反に関係するとい
うリスクに気づか

 なかった。
 

 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関わる保安
規定の要求事項
を明確に認識して

 いなかった。

事務所とサテライ
トという物理的に
離れた場所で勤
務している都合
上，お互いの意志
疎通が取りづらい

 状況にあった。
 

 

計測制御Ｇは，点
検間隔や期限に
関する要求事項
を，一元的に管理
できていなかっ

 た。
 

 

計測制御ＧＭは，
業務の完了期限
を設定しなかっ

 た。

計測制御ＧＭは，
どの機器がどれ
ほど点検間隔を
超過しているかを
明確に認識してい

 なかった。
 

 

 

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」を実施中にも
関わらず，点検実
績を容易に把握
できる管理をして

 いなかった。
 

計測制御ＧＭは，
計測制御ＧＴＬ－
Ｅであれば，適切
な期限を定めて
業務をやり遂げて
くれると期待して

 いた。
 

計測制御ＧＴＬ－
Ｅは，技術検討書
の内容を確認した
が，緊急性を感じ
なかった。

計測制御ＧＴＬ－
Ｅは，点検間隔を
超過したとして
も，計器の精度に
ほとんど影響しな
いと過去の経験

 から判断した。
 

 

計測制御ＧＴＬ－
Ｅは，点検間隔を
遵守して「特別な
保全計画」に基づ
く点検を実施する
ことが要求事項で
あると認識できな

 かった。
 

 

計測制御ＧＴＬ－
Ｅは，技術検討書
に保安規定に関
連する要求事項
が記載されている
とは考えなかっ
た。

 　
 

 

 

⑩

再発防止対策⑨

再発防止対策⑦

再発防止対策⑧

再発防止対策⑦

【点検長期計画表の点検周期超過の調査】

【3号機ドリフト評価】

【東北地方太平洋沖地震発生】

※２

4/6



背後要因図 添付資料－３

105 

106 
107 

108 
109 

110 
111 

112 
113 

114 
115 

116 
117 

118 
119 

120 
121 

122 
123 

124 

125 

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 

計測制御ＧＭは，
保安検査官の指
摘に対して，「特
別な保全計画」に
基づく点検の必要
性について検討
する考えに至らな

 かった。
 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に基づく点検
が，保安規定違
反に関係するとい
うリスクに気づか

 なかった。
 

 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に関わる保安
規定の要求事項
を明確に認識して

 いなかった。
 

 

計測制御Ｇは，以
前に保安検査官
から同様の質問
を受けた際，サイ
クル管理している
旨を説明し，納得

 して貰っていた。
 

計測制御ＧＭは，
保全部長から，
「特別な保全計
画」について対応
の強化を求める
ような指示を受け

 ていなかった。
 

保全部長は，「特
別な保全計画」に
関する対応状況
について，情報を
入手できていな

 かった。
 

 

保安検査官の指
摘した情報が，保
全部長に届く仕組

 みがなかった。
 

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に基づく点検
の組織的な対応
の必要性につい
て保全部長へ進
言しなかった。

計測制御ＧＭは，
「特別な保全計
画」に基づく点検
に関する問題を
以前よりＧＭ以下
で対応してきたた
め，引き続きＧＭ
以下で対応すべ

 きと考えた。
 

計測制御ＧＭは，
H24年3月頃から
「特別な保全計
画」に基づく点検
を始めるつもり
だったので問題は
ないと考えてい

 た。
 

計測制御ＧＭは，
5号定期検査終了
後なら，作業員を
確保しやすいと考

 えていた。
 

 

保全部長は，「特
別な保全計画」に
ついて記された技
術検討書の内容
を明確に認識して
いなかった。

「技術検討書作
成・処理ガイド」に
おいて，保全部長
が「特別な保全計
画」の内容確認者
として定められて

 いなかった。
 

計測制御ＧＭは，
点検間隔は守る
べき期限ではな
く，「目安」だと考
えていた。

計測制御ＧＭは，
点検間隔を超過
したとしても，計
器の精度に影響
がほとんどないと
考えていた。

計測制御ＧＭは，
技術検討書作成
時，過去の点検
結果から得られた
ドリフト量を独自
に評価したとこ
ろ，多くの計器が
管理精度内に入
ることを確認して

 いた。
 

会議等で技術検
討書の内容が適
宜，保全部長に
伝えられていな

 かった。
 

計測制御ＧＭは，
技術検討書に記
載する内容は社
内の管理値であ
り，厳守するもの
ではないと考えて
いた。

計測制御ＧＭは，
点検間隔を遵守
して「特別な保全
計画」に基づく点
検を実施すること
が要求事項であ
ると認識できな

 かった。
 

計測制御ＧＭは，
機器の点検期限
を厳格に管理して
いくのは無理だと

 考えた。
 

 

 

 

 

計測制御Ｇは，機
器の点検期限を
個別に管理してい
く準備ができてい

 なかった。
 

「特別な保全計
画」の対象となる
機器が膨大な数

 だった。
 

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求がない機
器に対しても，「そ
の他計器」として
「特別な保全計
画」の点検対象と
することを定め

 た。
 

 

 

計測制御Ｇは，ド
リフトする機器を，
プラント停止中に
機能要求がある
機器を対象とした
「特別な保全計
画」に含めて一律
に管理することと
していた。

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求がない機
器でも，ドリフトす
る機器であれば，
何らかの対応は
必要になると思っ
た。

計測制御Gは，
「特別な保全計
画」の対象となる
機器のリストを整
備していなかっ

 た。
 

 

過去に「特別な保
全計画」の対応を
したことがなく，
「特別な保全計
画」の対象機器リ

 ストがなかった。
 

計測制御Ｇは，対
象機器を幅広く選
んでおけば問題

 ないと思った。
 

検討の時間が不
足していたため，
検討が不十分と
なった。

計測制御ＧＭは，
計測制御Ｇの判
断だけでは，点検
期間を自由に設
定できず，点検時
期が前後する可

 能性を懸念した。
 

 

原子炉Ｇ，タービ
ンＧ，電気機器Ｇ
等の機械系設備
を所掌するグ
ループの都合に
より，点検実施可
能期間が左右さ
れてしまうことが

 あった。
 

計測制御Gは，
「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」に基づき，プ
ラント起動前点検
のみ検討しておけ
ばよいと考え，
「特別な保全計
画」の対象機器リ
ストの準備は不要

 と考えていた。
 

 

 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，プラント
起動前点検に関
わる内容のみが
具体的に記載さ
れており，停止中
における具体的
な対応内容が不
明確な記述だっ

 た。
 

 

「プラント長期停
止時対応マニュア
ル」には，機械系
設備の記述は入
念になされていた
が，計測制御設
備の記述が不十

 分だった。
 

計測制御設備に
対する基本的な
考え方について
の議論が十分に
なされていなかっ

 た。
 

計測制御GＭは，
協力企業の作業
員数には限りが
あり，他の復旧優
先号機の定期検
査にマンパワー
が集中すると，期
限内に点検を実
施できない可能

 性を懸念した。
 

取水路の隔離な
どの作業により，
点検の期間が限
定される機器が

 存在していた。
 

計測制御Gは，過
去に作成済み
だったプラント起
動前点検の方法
を記した技術メモ

 を活用した。
 

保全計画情報の
インプットとして，
技術メモを用いる
ことは，ルール上
問題ではなかっ

 た。
 

 

③

①

再発防止対策①

再発防止対策③

【保安検査官からの指摘】

再発防止対策⑨
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計器の使用者で
ある当直員から，
点検間隔の超過
についての指摘

 がなかった。
 

 

当直員は，定例
試験で使用してい
る計器が点検間
隔を超過している
ことを認識できな

 かった。
 

 

 

計測制御Ｇは，運
転管理部門に対
して定例試験で使
用される計器の
点検期限を情報
提供していなかっ

 た。
 

点検期限を管理し
ておくのは計測制
御Ｇの役割である
が，点検期限を当
直員に情報提供
するルールは存

 在しなかった。
 

計器の指示が，
明らかな異常値を
示すものではな

 かった。
 

計測制御Ｇは，個
別対象機器の点
検期限を把握して

 いなかった。
 

当直員は，計器
の点検間隔の管
理は，計測制御Ｇ
の仕事だと思って

 いた。
 

計測制御Ｇは，当
直員がプラント停
止中の定例試験
で使用している計
器を把握していな

 かった。
 

 

 

計測制御Ｇは，過
去に，定例試験の
対象機器を抽出
する作業を行った
ことがなかった。

計測制御Ｇは，プ
ラント停止中に機
能要求のある定
例試験で使用す
る計器を主要な
計器として定めて
いなかった。

停止中に機能を
維持すべき機器
の保全という観点
が不足していた。

計測制御Ｇは，以
前に作成した技術
メモの「主要な計
器」の考え方を参

 考にした。

計測制御Ｇは，技
術メモの「主要な
計器」の選定を参
考にすれば重要
な機器はほぼカ
バーできていると

 考えた。

技術メモの「主要
な計器」には定例
試験対象計器が
含まれていなかっ

 た。
 

継続的に機能を
維持すべき機器
の保全という観点
が不足していた。

計測制御Ｇメン
バーから，点検期
限についての指

 摘がなかった。
 

計測制御Ｇメン
バーは，技術検討
書の内容を認識し
ていたものの，プ
ラント停止期間中
に「特別な保全計
画」に基づく点検
を実施する必要
性に気づかなかっ

 た。
 

計測制御Gには，
地震後の点検を
実施すれば「特別
な保全計画」に基
づく点検は不要，
という認識が定着

 していた。
 

計測制御Gには，
技術検討書の内
容を背景まで含
めて正確に理解し
て判断する人が
定められていな

 かった。
 

技術検討書作成
者は，地震後の
点検を実施すれ
ば「特別な保全計
画」に基づく点検
は不要，となると
記載したが，その
ための前提条件
（27ヵ月以内にプ
ラント起動前点検
が開始されるこ
と）を明記しなかっ

 た。

計測制御Ｇは，要
求事項を不明確
な記述表現にした
ことにより，読み
手の解釈に差異
が生じることを予
測していなかっ
た。

計測制御Ｇメン
バーは，技術検討
書の内容を正確
に認識していな

 かった。
 

 

 

 

計測制御ＧMは，
技術検討書の内
容を正確に理解し
ておくよう指示を
出していなかっ

 た。
 

計測制御ＧＭは，
技術検討書の作
成時，「特別な保
全計画」に基づく
点検が必要だと
思っていなかっ

 た。
 

 

当初のプラント復
旧工程では，「特
別な保全計画」に
基づく点検が必要
になる期限よりも
先にプラントが起
動する予定だっ

 た。
 

計測制御ＧＴＬ－
Ｅ及び担当者－Ａ
は，技術検討書
の内容確認を実
施したが，ただち
に「特別な保全計
画」に基づく点検
を実施する必要
性に気づかなかっ

 た。
 

計測制御Gは，特
定のプラント復旧
工程の条件に基
づく検討結果を得
ていたにも関わら
ず，その前提条件
となるプラント復
旧工程について，
気づきやすいよう
に明記していな

 かった。
 

 

 

計測制御Ｇは，
「特別な保全計
画」に関して，検
討の際に定めた
前提条件の変化
に備えた具体的
な管理方法を定
めていなかった。

計測制御Ｇメン
バーは，点検間隔
を遵守して「特別
な保全計画」に基
づく点検を実施す
ることが要求事項
であると認識でき

 なかった。
 

計測制御Ｇメン
バーは，技術検討
書に保安規定関
連の要求事項が
記載されていると
は考えなかった。

 　　
 

 

技術検討書の内
容を把握していな
い計測制御Ｇメン
バーが存在した。

計測制御ＧＭは，
計測制御Ｇメン
バーの一部の者
にしか，技術検討
書の内容を周知し
ていなかった。

技術検討書承認
後，計測制御Ｇ担
当者－Ｂは，計測
制御Ｇメンバーに
対して技術検討
書の内容を周知し

 なかった。
 

計測制御Ｇ担当
者－Ｂは，技術検
討書の内容につ
いてＧ内で周知を
実施する必要性
に気づかなかっ
た。

計測制御ＧＭは，
技術検討書の周
知を計測制御Ｇ
担当者－Ｂへ指
示しなかった。

計測制御ＧＭは，
技術検討書の作
成に関わった計
測制御Ｇメンバー
や計測制御ＧＴＬ
に対して，技術検
討書の内容確認

 を行った。
 

技術検討書作成
後，周知対象者を
明確にするルー
ルが存在しなかっ
た。

技術検討結果
が，地震後点検を
実施すれば，「特
別な保全計画」に
関わる点検は不
要との結論だっ

 た。
 

 

技術検討書は，
作成後，画像・図
書検索システムに
登録して保管する
運用だった。

技術検討書は，
必要に応じて自ら
画像・図書検索シ
ステムで検索し
て，参照する文書
という扱いだっ
た。

技術検討書は，
何らかの設計を
行うとき等の特別
な業務において
必要となることが
多く，頻繁に参照
する必要がなかっ

 た。
 

技術検討書の内
容についてＧ内で
周知を実施するこ
とがルールで義
務づけられていな

 かった。
 

Ｂ

④

⑥

再発防止対策⑥

再発防止対策④

再発防止対策Ｂ
（本事象の直接的な原因ではないが，
調査の過程で判明した問題点への対策）

【当直からの指摘がなかった】

【メンバーからの指摘がなかった】

※２
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分析チームによる対策案 （直接要因と再発防止対策） 添付資料－４

ＧＵＩＤＥ 点数

わかりやすくする 4

・厳守が必要ではない点検間隔に対して
も，硬直的に「目安」等を用いてはいけな
いものと誤って解釈された場合，非合理
的な運用が生じてしまう可能性がある。

・文書作成者が「目安」という言葉を用い
たことにより，後に作成者の意図を離れ
た管理の甘さに拡大波及したことから，
作成時点で防止を図る対策。

・不明確な表現の例として，以下の用語
が挙げられる。通常用いることは問題な
いが，要求事項の厳守に関わる箇所に
ついては，より具体化，明確化した記述
としておくことが望ましい。
　「目安」，「極力」，「早急に」，「適切
に」，「努める」，「心がける」等がある。

4わかりやすくする

対策後の残留リスクや副作用 備考
効果点

直接要因 再発防止対策（案）問題点

【問題点⑤】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を適切に定
め，それを遵守する必要があった。しかしながら，計測制御グループは，
具体的な点検間隔の評価結果を得たにもかかわらず，それを実行する
ための技術検討書の作成にあたっては，点検間隔を「目安」や「極力」と
付記して定め，「特別な保全計画」の要求事項をあいまいにした。

【問題点①】
　計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過した時点で，
「プラント長期停止時対応マニュアル」に基づき，「特別な保全計画」を作
成すべきだった。しかしながら，長期保管中の具体的な対応内容がマ
ニュアル上不明確であったことから，起動前点検方法の検討のみを行
い，停止中の点検方法については検討を行わなかった。

【問題点⑥】
　計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計画」に基づく
点検が必要となる条件を記載すべきだった。しかしながら，技術検討書
作成時点では，「特別な保全計画」に基づく点検が不要と判断されたこと
から，点検が必要となる条件を明記しなかった。

【問題点②】
　計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針について十
分に検討した上で「特別な保全計画」を完成させるべきだった。しかしな
がら，規制要求に対する時間的な余裕がなかったことから，技術検討書
の具体的な検討方針を別途定めることとして保全計画の作成を終えてし
まった。

【再発防止対策案⑤】
　「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は保安規定
の要求事項に該当することをマニュアル類に明記する。また，
保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を定める場合
には，その点検間隔に「目安」等の表現を使わないことをマ
ニュアル類に明記する。

【直接要因⑤】
　技術的検討の結果として得られた明確な点検期
限に対し，「目安」という言葉を付け加え，要求事項
を明確にしなかった。

【直接要因⑥】
　特定のプラント復旧工程の条件に基づく検討結果
を得ていたにもかかわらず，その前提条件となるプ
ラント復旧工程について明記していなかった。

【再発防止対策案⑥】
　「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等の
前提条件を保全計画に明記し，管理していく。前提条件が変
化した場合は，保全計画の見直しを行う。

【直接要因①】
　「プラント長期停止時対応マニュアル」において，
長期保管中の計測制御設備の具体的な対応内容
が不明確な記述であった。

【再発防止対策案①】
　「プラント長期停止時対応マニュアル」に，長期保管中の計
測制御設備の具体的な対応について明記する。

【問題点④】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象設備をプラント停
止中に機能要求のある設備と定め，技術検討書にて具体的内容を定め
た。その際，技術検討書の「主要な計器」においては，定期事業者検査，
使用前検査，保安規定に係る計器，定例試験に関わる計器が含められ
るべきだった。しかしながら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて
検討してしまったため，定例試験対象計器が「主要な計器」の対象からも
れてしまった。

【問題点③】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象となるプラント停
止中に機能要求がある機器に対し，自ら遵守できるような点検計画を定
めるべきだった。しかしながら，技術検討段階において停止中に機能要
求がない機器についても「特別な保全計画」の点検対象と定めたことに
より，点検すべき対象機器が膨大な数となり，自ら定めた点検計画を遵
守できなかった。

【直接要因③】
　膨大な数の機器を一律に管理することにより，結
果的に，「特別な保全計画」に求められる安全上重
要な機器への重点管理が妨げられてしまった。

【再発防止対策案③】
　「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器の定義に
ついて再検討し，マニュアル類に明記する。

【再発防止対策案④】
　「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器に，定例試
験で用いられる計器を追加する。

【直接要因④】
　「特別な保全計画」の対象機器分類として定めた
「主要な計器」に定例試験対象計器が含まれていな
かった。

【再発防止対策案②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用につ
いて，マニュアル類に明記する。

【直接要因②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書の
運用が不明確だった。

わかりやすくする

わかりやすくする

わかりやすくする

やりやすくする

4

4

4

4

特になし

・定例試験で用いられる計器を，漏れなく
把握する必要があり，十分な検討ととも
に，今後の追加の必要が生じた場合の
対応についても定めておく必要がある。

・設定した対象機器が誤っていないか，
定義を検討する段階において十分にレ
ビューを行っておく必要がある。

・保全計画の管理が適切に行われなかっ
た場合，前提条件の変化に気づくことが
できなくなる。

－

－

－

・膨大な数の機器を全て「特別な保全計
画」だけで管理する必要はない。本来の
重点とすべき対象機器を「特別な保全計
画」にて厳格に管理し，それ以外の機器
については，「特別な保全計画」以外の
保全活動と組み合わせて管理していくこ
とが合理的である。

－

特になし

【問題点⑦】
　計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり次第，対象
機器や点検実績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表の作成が適
切な時期に行われるようにしておくべきであった。しかしながら，計測制
御グループは，技術検討書にて「特別な保全計画」に基づく点検が当面
不要という結論を得たことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わ
ず，適切な時期に点検計画表を作成できなかった。

【直接要因⑦】
　「特別な保全計画」を作成する際，対象機器と点
検実績を把握した上で，適切な時期に個別機器の
具体的な点検計画表の作成に着手するルールが
定められていなかった。

【再発防止対策案⑦】
　プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する際
には，対象機器と点検実績を把握し，個別機器の具体的な点
検計画表を作成することをマニュアル類に明記する。

やりやすくする 4
・プラントが長期停止に至り，「特別な保
全計画」が必要になったかどうかの判断
を，適切な時期に行う必要がある。

－

<対策の効果点の考え方>
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分析チームによる対策案 （直接要因と再発防止対策） 添付資料－４

ＧＵＩＤＥ 点数
対策後の残留リスクや副作用 備考

効果点
直接要因 再発防止対策（案）問題点

【直接要因⑩ａ】
　保全部長は，「特別な保全計画」について検討し
た技術検討書の内容等，「特別な保全計画」に関す
る情報を明確に認識しておらず，調査の対象に含
めなかった。

【再発防止対策案⑧】
　「特別な保全計画」に関わる技術検討書等，「特別な保全計
画」に関する情報については，保全部長まで情報提供を行う。

認知・予測させる 1

・保全部長に伝わる情報量は増加するも
のの，適切な判断のために効率的に利
用可能な情報にはならない可能性があ
る。

－

【直接要因⑩ｂ】
　計測制御グループマネージャーは，「特別な保全
計画」に関する点検間隔超過の調査に向けて，た
だちに対応可能な状態に点検実績を管理していな
かったため，対応を先送りしてしまった。

【再発防止対策案⑨】
　「特別な保全計画」に基づく対応が必要となった際に備え，
効率的に点検実績の把握が可能な状態にあらかじめ整備を
進めておく。

やりやすくする 4

・点検実績の管理については，「特別な
保全計画」の実行可能性とリードタイムを
見据えて，可能な限り効率的な方法を採
用する必要がある。

－

・プラントが長期停止に至り，「特別な保
全計画」が必要になったかどうかの判断
を，適切な時期に行う必要がある。

・「特別な保全計画」に基づく点検計画表
の作成に備えて，点検実績の把握の準
備に要する時間等も含め，適切にリード
タイムや人員等のリソースを確保する必
要がある。

－

【問題点⑨】
　計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて計器の点検を実施
した際，取水路の隔離状態に関わらない他の計器についても「特別な保
全計画」に基づく点検をすみやかに実施すべきだった。しかしながら，「特
別な保全計画」に基づく具体的な点検計画表を作成しておらず，点検実
績の把握もしていなかったため，取水路の隔離状態に関わらない他の計
器について，「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必
要性に気づかなかった。

【問題点⑧】
　計測制御グループは，技術検討書における検討の前提条件として定め
たプラント復旧工程に変化が生じた時，「特別な保全計画」の対応方針を
変更すべきだった。しかしながら，前提条件の変化に備えた「特別な保全
計画」の具体的な管理方法を定めていなかったため，プラント復旧工程
に変化が生じた際に，すみやかに「特別な保全計画」の対応方針を変更
できなかった。

【問題点Ａ】
（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点）
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検間隔を定める際に，
客観的な妥当性が十分に得られるような検討を行うべきであった。しかし
ながら，社内マニュアルに基づく数値の採用や過去の点検データに基づ
く簡易的な評価により点検間隔を定めており，一般的な規格基準を参照
しなかったため，客観性が不十分な検討結果となった。

【直接要因Ａ】
　計測制御グループは，技術検討の際に，社内の
基準だけを参照し，一般的な規格基準類を参照し
なかった。

【問題点⑩】
　計測制御グループは，点検長期計画表における点検周期超過の調査
時に，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査を行うべきで
あった。しかしながら，計測制御グループは，「特別な保全計画」に関す
る点検間隔超過の調査については上層部からの調査指示に含まれてお
らず，また，点検実績を管理していなかったことから，ただちに調査を実
施することは不可能と考え，調査対象外としてしまった。

【直接要因⑨】
　「特別な保全計画」を実施中にも関わらず，点検
実績の把握をしておらず，点検間隔に基づく具体的
な点検計画表を作成していなかった。

【再発防止対策案⑦】
　プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する際
には，対象機器と点検実績を把握し，個別機器の具体的な点
検計画表を作成することをマニュアル類に明記する。

【直接要因⑧】
　「特別な保全計画」に関して，検討の際に定めた
前提条件の変化に備えた具体的な管理方法を定め
ていなかった。

【再発防止対策案Ａ】
　「技術検討書作成・処理ガイド」に，技術的な検討を行う際に
は，一般的な規格基準類に基づく方法を検索し，採用の可否
判断を行うよう記載する。一般的な規格基準類に基づく方法
がない場合は，社内マニュアルに参照できる箇所を探すよう
記載する。

わかりやすくする 4

【再発防止対策案⑥】
　「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等の
前提条件を保全計画に明記し，管理していく。前提条件が変
化した場合は，保全計画の見直しを行う。

わかりやすくする 4

やりやすくする 4

・一般的な規格基準類の対象範囲を一
様に定めることが難しく，検討が不十分と
なってしまう可能性がある。

－

・保全計画の管理が適切に行われなかっ
た場合，前提条件の変化に気づくことが
できなくなる。

－

【問題点Ｂ】
（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した問題点）
　計測制御グループは，計器を使用する当直員が点検期限を容易に把
握できるように情報提供しておくべきだった。しかしながら，計測制御グ
ループからの情報提供が行われなかったため，当直員から定例試験に
関わる計器の点検間隔超過に関する指摘が行われなかった。

【直接要因Ｂ】
　定例試験に関わる計器について，運転管理部門
へ点検実績，点検間隔の情報提供を行っていな
かった。

【再発防止対策案Ｂ】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」に対する仕組みが
整備されるまで，暫定的に，定例試験等に関わる計器につい
て，運転管理部門へ点検実績，点検間隔等の情報提供を定
期的に実施し，ダブルチェックを受ける。

検出する 2
・この段階でエラーが発見されても，計器
点検を行うことが困難なケースもあり得
る。

・本対策は，事象の発生を受けて暫定的
に行われる確認行為となる。設備主管グ
ループによる管理が適格に行われること
が第一であり，そのための仕組み整備を
進めることが重要である。
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分析チームによる対策案 （組織要因と是正処置・予防処置） 添付資料－４

ＧＵＩＤＥ 点数

【直接要因⑩ａ】
　保全部長は，「特別な保全計画」について検討し
た技術検討書の内容等，「特別な保全計画」に関
する情報を明確に認識しておらず，調査の対象に
含めなかった。

【直接要因⑩ｂ】
　計測制御グループマネージャーは，「特別な保全
計画」に関する点検間隔超過の調査に向けて，た
だちに対応可能な状態に点検実績を管理していな
かったため，対応を先送りしてしまった。

【組織要因対策案①】
　「特別な保全計画」における計測制御
設備への要求事項を明確に定める仕組
みが不足しており，各計器の重要度の
分類や点検間隔等，業務の基準となる
事項が整備されていなかったことから，
計測制御設備について，重要度の分
類，監視装置として使用する対象，点検
間隔の設定等，「特別な保全計画」の要
求事項を明確に定めることをマニュアル
類に明記する。

【組織要因②】
　「特別な保全計画」実施に向けた点検
実績の把握や点検間隔の設定等による
計画，具体的な作業内容や手順に従っ
た着実な実行，実施中の進捗状況の把
握等による管理，実施中における必要
に応じた改善を行う仕組みがなかった。

・検討に際しては，日常
的な計測制御設備の保
全に対する考え方の視
点も含めて検討する必
要がある。

・計測制御設備を合理
的に管理していくため
に，まずその個別具体
策の土台となる考え方
を固めておく必要があ
る。
　考え方の要素に含ま
れる具体例として，今回
の事例では重要度の分
類，点検間隔が確認さ
れた。

・計測制御設備におい
ては，対象計器の数が
非常に多いことから，重
要度の分類作業そのも
のは大変であるが，そ
の後の管理を考えると
軽重を区別しておくこと
が重要と考える。

・プラント間の整合性に配慮
できる仕組みが必要とな
る。

・設備変更の反映を適切に
反映する仕組みが必要とな
る。

わかりやす
くする

4

わかりやす
くする

4

・「特別な保全計画」の適用
頻度が低い場合に，見直し
がおろそかになる可能性が
ある。

・「特別な保全計画」に
ついて，個別具体的な
管理方法を，一連のプ
ロセスとして定め，プロ
セス全体としてエラーリ
スクが低く保てるよう設
計しておく必要がある。

【組織要因対策案③】
　定例的ではない業務（3H）に着目し，設
計した手順に対するモニタリング及びレ
ビューを行う仕組みが不十分だったこと
から，リスクの大きい非定例業務のプロ
セスに対し，モニタリング及びレビューを
行う仕組みを構築する。
　具体的には，各グループにてリスクの
高いと思われる各種業務の洗い出しを
行い，その中から，部大で保安規定違反
等の観点からリスクの高い業務を選定
し，その上で業務内容の精査やリスク低
減の対応を進めていく。それらの取り組
みに対し，横串部門のレビューを実施し
て，各部の活動を支援していく。

検出する 2

【組織要因対策案②】
　「特別な保全計画」実施に向けた点検
実績の把握や点検間隔の設定等による
計画，具体的な作業内容や手順に従っ
た着実な実行，実施中の進捗状況の把
握等による管理，実施中における必要に
応じた改善を行う仕組みがなかったこと
から，「特別な保全計画」について，組織
的にPDCAを展開できる仕組みを整備す
るため，計画・実施・管理・改善を具体的
な作業内容や手順として定めたルール
を整備する。

・リスクの大きい非定例業務
を，適切に選定する必要が
ある。

・あまり多くの業務を対象選
定してしまうと，業務負荷が
大きくなりすぎ，実効的なモ
ニタリング及びレビューが難
しくなる。

・今回の「特別な保全計
画」は初めて実施する
プロセスであったことか
ら，リスクは高いもので
あったと考えられ，事前
のプロセス設計ととも
に，検証がなされるべき
ものであったと考える。
　組織として，このような
3H業務に対するリスク
を可能な限り低減する
仕組みを備えておくこと
が重要である。
　取り組みの主体は，業
務の内容を良く知る各
部であり，横串機能の
レビューは補助的な確
認の役目を果たしていく
ことが望ましい。

【直接要因②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書
の運用が不明確だった。

【問題点⑤】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を適切に定め，それ
を遵守する必要があった。しかしながら，計測制御グループは，具体的な点検
間隔の評価結果を得たにもかかわらず，それを実行するための技術検討書の
作成にあたっては，点検間隔を「目安」や「極力」と付記して定め，「特別な保全
計画」の要求事項をあいまいにした。

【問題点②】
　計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針について十分に検
討した上で「特別な保全計画」を完成させるべきだった。しかしながら，規制要
求に対する時間的な余裕がなかったことから，技術検討書の具体的な検討方
針を別途定めることとして保全計画の作成を終えてしまった。

【直接要因⑤】
　技術的検討の結果として得られた明確な点検期
限に対し，「目安」という言葉を付け加え，要求事項
を明確にしなかった。

【問題点⑥】
　計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計画」に基づく点検
が必要となる条件を記載すべきだった。しかしながら，技術検討書作成時点で
は，「特別な保全計画」に基づく点検が不要と判断されたことから，点検が必要
となる条件を明記しなかった。

【直接要因⑥】
　特定のプラント復旧工程の条件に基づく検討結
果を得ていたにもかかわらず，その前提条件とな
るプラント復旧工程について明記していなかった。

【問題点⑧】
　計測制御グループは，技術検討書における検討の前提条件として定めたプ
ラント復旧工程に変化が生じた時，「特別な保全計画」の対応方針を変更すべ
きだった。しかしながら，前提条件の変化に備えた「特別な保全計画」の具体
的な管理方法を定めていなかったため，プラント復旧工程に変化が生じた際
に，すみやかに「特別な保全計画」の対応方針を変更できなかった。

【直接要因⑧】
　「特別な保全計画」に関して，検討の際に定めた
前提条件の変化に備えた具体的な管理方法を定
めていなかった。

組織要因

【直接要因⑦】
　「特別な保全計画」を作成する際，対象機器と点
検実績を把握した上で，適切な時期に個別機器の
具体的な点検計画表の作成に着手するルールが
定められていなかった。

【問題点⑦】
　計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり次第，対象機器
や点検実績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表の作成が適切な時期
に行われるようにしておくべきであった。しかしながら，計測制御グループは，
技術検討書にて「特別な保全計画」に基づく点検が当面不要という結論を得た
ことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わず，適切な時期に点検計画
表を作成できなかった。

【問題点①】
　計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過した時点で，「プラン
ト長期停止時対応マニュアル」に基づき，「特別な保全計画」を作成すべきだっ
た。しかしながら，長期保管中の具体的な対応内容がマニュアル上不明確で
あったことから，起動前点検方法の検討のみを行い，停止中の点検方法につ
いては検討を行わなかった。

【問題点④】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象設備をプラント停止中
に機能要求のある設備と定め，技術検討書にて具体的内容を定めた。その
際，技術検討書の「主要な計器」においては，定期事業者検査，使用前検査，
保安規定に係る計器，定例試験に関わる計器が含められるべきだった。しか
しながら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて検討してしまったため，定
例試験対象計器が「主要な計器」の対象からもれてしまった。

【問題点③】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象となるプラント停止中
に機能要求がある機器に対し，自ら遵守できるような点検計画を定めるべき
だった。しかしながら，技術検討段階において停止中に機能要求がない機器
についても「特別な保全計画」の点検対象と定めたことにより，点検すべき対
象機器が膨大な数となり，自ら定めた点検計画を遵守できなかった。

【直接要因①】
　「プラント長期停止時対応マニュアル」において，
長期保管中の計測制御設備の具体的な対応内容
が不明確な記述であった。

【直接要因④】
　「特別な保全計画」の対象機器分類として定めた
「主要な計器」に定例試験対象計器が含まれてい
なかった。

【組織要因③】
　定例的ではない業務（3H）に着目し，設
計した手順に対するモニタリング及びレ
ビューを行う仕組みが不十分だった。

【組織要因①】
　各計器の重要度の分類や点検間隔
等，「特別な保全計画」における計測制
御設備への要求事項を明確に定める仕
組みが不足していた。

【直接要因⑨】
　「特別な保全計画」を実施中にも関わらず，点検
実績の把握をしておらず，点検間隔に基づく具体
的な点検計画表を作成していなかった。

【問題点⑨】
　計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて計器の点検を実施した
際，取水路の隔離状態に関わらない他の計器についても「特別な保全計画」
に基づく点検をすみやかに実施すべきだった。しかしながら，「特別な保全計
画」に基づく具体的な点検計画表を作成しておらず，点検実績の把握もしてい
なかったため，取水路の隔離状態に関わらない他の計器について，「特別な
保全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必要性に気づかなかった。

【問題点⑩】
　計測制御グループは，点検長期計画表における点検周期超過の調査時に，
「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査を行うべきであった。しかし
ながら，計測制御グループは，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調
査については上層部からの調査指示に含まれておらず，また，点検実績を管
理していなかったことから，ただちに調査を実施することは不可能と考え，調査
対象外としてしまった。

備考
効果点

対策後の残留リスクや副作用

【直接要因③】
　膨大な数の機器を一律に管理することにより，結
果的に，「特別な保全計画」に求められる安全上重
要な機器への重点管理が妨げられてしまった。

組織要因を踏まえた
是正処置・予防処置（案）

問題点 直接要因
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【再発防止対策⑤ａ】
　「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は
保安規定の要求事項に該当することを明記した「特
別な保全計画作成ガイド」を制定する。

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

品質管理
グループ

【再発防止対策⑤ｂ】
　保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を
定める場合に際しては，その点検間隔に「目安」等
の表現を使わないことを「技術検討書作成・処理ガ
イド」に反映する。

技術グルー
プ

（計測制御
グループ）

品質管理
グループ

品質管理
グループ

品質管理
グループ

品質管理
グループ

品質管理
グループ

【再発防止対策⑦】
　プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を
作成する際には，対象機器と点検実績を把握し，個
別機器の具体的な点検計画表を作成することを定
めた「特別な保全計画作成ガイド」を制定する。

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

原子力運
営管理部

保全計画
グループ

原子力運
営管理部

保全計画
グループ

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

【再発防止対策⑥】
　「特別な保全計画」の作成に際して，作成時の検
討条件としたプラントの復旧工程（予定）を保全計画
に明記することを定めた「特別な保全計画作成ガイ
ド」を制定する。

【再発防止対策②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書の
運用を定めた「特別な保全計画作成ガイド」を制定
する。

【問題点⑦】
　計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり
次第，対象機器や点検実績を把握し，個別機器の具体的な点
検計画表の作成が適切な時期に行われるようにしておくべき
であった。しかしながら，計測制御グループは，技術検討書に
て「特別な保全計画」に基づく点検が当面不要という結論を得
たことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わず，適切
な時期に点検計画表を作成できなかった。

【直接要因⑥】
　特定のプラント復旧工程の条件に基づく検討結果
を得ていたにもかかわらず，その前提条件となるプ
ラント復旧工程について明記していなかった。

【直接要因⑦】
　「特別な保全計画」を作成する際，対象機器と点
検実績を把握した上で，適切な時期に個別機器の
具体的な点検計画表の作成に着手するルールが
定められていなかった。

【問題点⑤】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を適
切に定め，それを遵守する必要があった。しかしながら，計測
制御グループは，具体的な点検間隔の評価結果を得たにもか
かわらず，それを実行するための技術検討書の作成にあたっ
ては，点検間隔を「目安」や「極力」と付記して定め，「特別な保
全計画」の要求事項をあいまいにした。

【問題点⑥】
　計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計
画」に基づく点検が必要となる条件を記載すべきだった。しか
しながら，技術検討書作成時点では，「特別な保全計画」に基
づく点検が不要と判断されたことから，点検が必要となる条件
を明記しなかった。

【再発防止対策案③】
　「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器の定義
について再検討し，マニュアル類に明記する。

【再発防止対策案④】
　「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器に，定例
試験で用いられる計器を追加する。

【直接要因③】
　膨大な数の機器を一律に管理することにより，結
果的に，「特別な保全計画」に求められる安全上重
要な機器への重点管理が妨げられてしまった。

【直接要因④】
　「特別な保全計画」の対象機器分類として定めた
「主要な計器」に定例試験対象計器が含まれていな
かった。

【直接要因⑤】
　技術的検討の結果として得られた明確な点検期
限に対し，「目安」という言葉を付け加え，要求事項
を明確にしなかった。

【問題点③】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象となる
プラント停止中に機能要求がある機器に対し，自ら遵守できる
ような点検計画を定めるべきだった。しかしながら，技術検討
段階において停止中に機能要求がない機器についても「特別
な保全計画」の点検対象と定めたことにより，点検すべき対象
機器が膨大な数となり，自ら定めた点検計画を遵守できな
かった。

【問題点④】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象設備を
プラント停止中に機能要求のある設備と定め，技術検討書に
て具体的内容を定めた。その際，技術検討書の「主要な計器」
においては，定期事業者検査，使用前検査，保安規定に係る
計器，定例試験に関わる計器が含められるべきだった。しかし
ながら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて検討してし
まったため，定例試験対象計器が「主要な計器」の対象からも
れてしまった。

【再発防止対策③】
　「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器
の定義について「プラント長期停止時対応マニュア
ル・ガイド」に反映する。

【再発防止対策④】
　「特別な保全計画」にて重点管理すべき対象機器
に，定例試験で用いられる計器を追加することにつ
いて「プラント長期停止時対応マニュアル・ガイド」に
反映する。

【再発防止対策案②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用に
ついて，マニュアル類に明記する。

【直接要因②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書の
運用が不明確だった。

品質管理
グループ

【問題点②】
　計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針に
ついて十分に検討した上で「特別な保全計画」を完成させるべ
きだった。しかしながら，規制要求に対する時間的な余裕がな
かったことから，技術検討書の具体的な検討方針を別途定め
ることとして保全計画の作成を終えてしまった。

品質管理
グループ

【問題点①】
　計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過した
時点で，「プラント長期停止時対応マニュアル」に基づき，「特
別な保全計画」を作成すべきだった。しかしながら，長期保管
中の具体的な対応内容がマニュアル上不明確であったことか
ら，起動前点検方法の検討のみを行い，停止中の点検方法に
ついては検討を行わなかった。

【直接要因①】
　「プラント長期停止時対応マニュアル」において，
長期保管中の計測制御設備の具体的な対応内容
が不明確な記述であった。

【再発防止対策案①】
　「プラント長期停止時対応マニュアル」に，長期保管中の計
測制御設備の具体的な対応について明記する。

【再発防止対策①】
長期保管中の計測制御設備の具体的な対応につ
いて「プラント長期停止時対応マニュアル・ガイド」に
反映する。

【再発防止対策案⑤】
　「特別な保全計画」に基づいて定めた点検間隔は保安規
定の要求事項に該当することをマニュアル類に明記する。ま
た，保安規定に基づき明確に厳守すべき点検間隔を定める
場合には，その点検間隔に「目安」等の表現を使わないこと
をマニュアル類に明記する。

【再発防止対策案⑥】
　「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等
の前提条件を保全計画に明記し，管理していく。前提条件
が変化した場合は，保全計画の見直しを行う。

【再発防止対策案⑦】
　プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する
際には，対象機器と点検実績を把握し，個別機器の具体的
な点検計画表を作成することをマニュアル類に明記する。

分析チームによる対策案

原子力運
営管理部

保全計画
グループ

Ｈ２５ 有効性評価
実施部署

問題点 直接要因 実施部署実施していく対策
Ｈ２４

ガイド制定

ガイド改訂

ガイド制定

詳細検討・マニュアル改訂

ガイド制定

ガイド制定

詳細検討・マニュアル改訂

詳細検討・マニュアル改訂
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問題点，直接要因，組織要因，是正処置・予防処置 一覧 添付資料－５

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
分析チームによる対策案

Ｈ２５ 有効性評価
実施部署

問題点 直接要因 実施部署実施していく対策
Ｈ２４

【直接要因⑩ａ】
　保全部長は，「特別な保全計画」について検討し
た技術検討書の内容等，「特別な保全計画」に関す
る情報を明確に認識しておらず，調査の対象に含
めなかった。

【再発防止対策案⑧】
　「特別な保全計画」に関わる技術検討書等，「特別な保全
計画」に関する情報については，保全部長まで情報提供を
行う。

【再発防止対策⑧】
　「特別な保全計画」に関わる技術検討書等，「特別
な保全計画」に関する情報については，保全部長ま
で情報提供を行うことを定めた「特別な保全計画作
成ガイド」を制定する。

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

品質管理
グループ

【直接要因⑩ｂ】
　計測制御グループマネージャーは，「特別な保全
計画」に関する点検間隔超過の調査に向けて，た
だちに対応可能な状態に点検実績を管理していな
かったため，対応を先送りしてしまった。

【再発防止対策案⑨】
　「特別な保全計画」に基づく対応が必要となった際に備え，
効率的に点検実績の把握が可能な状態にあらかじめ整備
を進めておく。

【再発防止対策⑨】
　「特別な保全計画」に基づく対応が必要になった
際に備え，すみやかに点検実績の把握が可能な状
態に整備することを定めた「特別な保全計画作成ガ
イド」を制定する。

技術グルー
プ

（計測制御
グループ）

品質管理
グループ

品質管理
グループ

品質管理
グループ

技術グルー
プ

（計測制御
グループ）

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

【問題点⑨】
　計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて計器の点
検を実施した際，取水路の隔離状態に関わらない他の計器に
ついても「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実施す
べきだった。しかしながら，「特別な保全計画」に基づく具体的
な点検計画表を作成しておらず，点検実績の把握もしていな
かったため，取水路の隔離状態に関わらない他の計器につい
て，「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必
要性に気づかなかった。

【問題点⑧】
　計測制御グループは，技術検討書における検討の前提条件
として定めたプラント復旧工程に変化が生じた時，「特別な保
全計画」の対応方針を変更すべきだった。しかしながら，前提
条件の変化に備えた「特別な保全計画」の具体的な管理方法
を定めていなかったため，プラント復旧工程に変化が生じた際
に，すみやかに「特別な保全計画」の対応方針を変更できな
かった。

【再発防止対策案Ｂ】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」に対する仕組み
が整備されるまで，暫定的に，定例試験に関わる計器につ
いて，運転管理部門へ点検実績，点検間隔等の情報提供を
定期的に実施し，ダブルチェックを受ける。

【再発防止対策案Ａ】
　「技術検討書作成・処理ガイド」に，技術的な検討を行う際
には，一般的な規格基準類に基づく方法を検索し，採用の
可否判断を行うよう記載する。一般的な規格基準類に基づく
方法がない場合は，社内マニュアルに参照できる箇所を探
すよう記載する。

【再発防止対策案⑦】
　プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を作成する
際には，対象機器と点検実績を把握し，個別機器の具体的
な点検計画表を作成することをマニュアル類に明記する。

保全計画
グループ

（計測制御
グループ）

【再発防止対策案⑥】
　「特別な保全計画」作成時に設定したプラント復旧工程等
の前提条件を保全計画に明記し，管理していく。前提条件
が変化した場合は，保全計画の見直しを行う。

品質管理
グループ

【問題点Ａ】
（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した
問題点）
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検間隔を定め
る際に，客観的な妥当性が十分に得られるような検討を行う
べきであった。しかしながら，社内マニュアルに基づく数値の
採用や過去の点検データに基づく簡易的な評価により点検間
隔を定めており，一般的な規格基準を参照しなかったため，客
観性が不十分な検討結果となった。

【直接要因Ａ】
　計測制御グループは，技術検討の際に，社内の
基準だけを参照し，一般的な規格基準類を参照し
なかった。

【再発防止対策Ａ】
　技術的な検討を行う際には，一般的な規格基準
類に基づく方法を検索し，採用の可否判断を行うこ
と，及び一般的な規格基準類に基づく方法がない
場合は，社内マニュアルに参照できる箇所を探すよ
う「技術検討書作成・処理ガイド」に反映する。

【直接要因⑨】
　「特別な保全計画」を実施中にも関わらず，点検
実績の把握をしておらず，点検間隔に基づく具体的
な点検計画表を作成していなかった。

【再発防止対策⑦】
　プラントが長期停止に至り，「特別な保全計画」を
作成する際には，対象機器と点検実績を把握し，個
別機器の具体的な点検計画表を作成することを定
めた「特別な保全計画作成ガイド」を制定する。

【問題点Ｂ】
（本事象の直接的な原因ではないが，調査の過程で判明した
問題点）
　計測制御グループは，計器を使用する当直員が点検期限を
容易に把握できるように情報提供しておくべきだった。しかしな
がら，計測制御グループからの情報提供が行われなかったた
め，当直員から定例試験に関わる計器の点検間隔超過に関
する指摘が行われなかった。

【問題点⑩】
　計測制御グループは，点検長期計画表における点検周期超
過の調査時に，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の
調査を行うべきであった。しかしながら，計測制御グループ
は，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査につい
ては上層部からの調査指示に含まれておらず，また，点検実
績を管理していなかったことから，ただちに調査を実施するこ
とは不可能と考え，調査対象外としてしまった。

【直接要因Ｂ】
　定例試験に関わる計器について，運転管理部門
へ点検実績，点検間隔の情報提供を行っていな
かった。

【直接要因⑧】
　「特別な保全計画」に関して，検討の際に定めた
前提条件の変化に備えた具体的な管理方法を定め
ていなかった。

【再発防止対策Ｂ】
　計測制御グループは，第2～4号機に関して「特別
な保全計画」に対する仕組みが整備されるまで，暫
定的に，定例試験に関わる計器について，運転管
理部門へ点検実績，点検間隔等の情報提供を定期
的に実施し，ダブルチェックを受ける。

計測制御
グループ

【再発防止対策⑥】
　「特別な保全計画」の作成に際して，作成時の検
討条件としたプラントの復旧工程（予定）を保全計画
に記載することを定めた「特別な保全計画作成ガイ
ド」を制定する。

品質管理
グループ

ガイド制定

ガイド制定

ガイド制定

ガイド改訂

ガイド制定

情報提供
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問題点，直接要因，組織要因，是正処置・予防処置 一覧 添付資料－５

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

【直接要因⑩ａ】
　保全部長は，「特別な保全計画」について検討した技術検討
書の内容等，「特別な保全計画」に関する情報を明確に認識
しておらず，調査の対象に含めなかった。

【直接要因⑩ｂ】
　計測制御グループマネージャーは，「特別な保全計画」に関
する点検間隔超過の調査に向けて，ただちに対応可能な状
態に点検実績を管理していなかったため，対応を先送りしてし
まった。

【直接要因⑨】
　「特別な保全計画」を実施中にも関わらず，点検実績の把握
をしておらず，点検間隔に基づく具体的な点検計画表を作成
していなかった。

【直接要因⑦】
　「特別な保全計画」を作成する際，対象機器と点検実績を把
握した上で，適切な時期に個別機器の具体的な点検計画表
の作成に着手するルールが定められていなかった。

【組織要因②】
　「特別な保全計画」
実施に向けた点検実
績の把握や点検間隔
の設定等による計
画，具体的な作業内
容や手順に従った着
実な実行，実施中の
進捗状況の把握等に
よる管理，実施中にお
ける必要に応じた改
善を行う仕組みがな
かった。

【組織要因対策②】
　「特別な保全計画」を着実に実施
していくための計画作成・実施・管
理等の要求事項を「プラント長期
停止時対応マニュアル・ガイド」に
反映する。

【組織要因③】
　定例的ではない業
務（3H）に着目し，設
計した手順に対する
モニタリング及びレ
ビューを行う仕組みが
不十分だった。

【組織要因対策③】
　定例的ではない業務（3H）に着目
し，設計した手順に対するモニタリ
ング及びレビューを行う仕組みが
不十分だったことから，リスクの大
きい非定例業務のプロセスに対
し，モニタリング及びレビューを行
う仕組みを構築する。
　具体的には，各グループにてリ
スクの高いと思われる各種業務の
洗い出しを行い，その中から，部
大で保安規定違反等の観点からリ
スクの高い業務を選定し，その上
で業務内容の精査やリスク低減の
対応を進めていく。それらの取り組
みに対し，横串部門のレビューを
実施して，各部の活動を支援して
いく。

【組織要因対策案②】
　「特別な保全計画」実施に向
けた点検実績の把握や点検
間隔の設定等による計画，具
体的な作業内容や手順に従っ
た着実な実行，実施中の進捗
状況の把握等による管理，実
施中における必要に応じた改
善を行う仕組みがなかったこと
から，「特別な保全計画」につ
いて，組織的にPDCAを展開
できる仕組みを整備するた
め，計画・実施・管理・改善を
具体的な作業内容や手順とし
て定めたルールを整備する。

品質管理
グループ

品質管理
グループ

原子力運
営管理部

保全計画グ
ループ

品質管理
グループ

【組織要因対策①】
　計器について，重要度の分類，
監視装置として使用する対象，点
検間隔の設定等の要求事項を「プ
ラント長期停止時対応マニュアル・
ガイド」に反映する。

原子力運
営管理部

保全計画グ
ループ

【組織要因対策案①】
　「特別な保全計画」における
計測制御設備への要求事項
を明確に定める仕組みが不足
しており，各計器の重要度の
分類や点検間隔等，業務の基
準となる事項が整備されてい
なかったことから，計測制御設
備について，重要度の分類，
監視装置として使用する対
象，点検間隔の設定等，「特
別な保全計画」の要求事項を
明確に定めることをマニュアル
類に明記する。

【問題点③】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象となるプラント停止
中に機能要求がある機器に対し，自ら遵守できるような点検計画を定める
べきだった。しかしながら，技術検討段階において停止中に機能要求がな
い機器についても「特別な保全計画」の点検対象と定めたことにより，点検
すべき対象機器が膨大な数となり，自ら定めた点検計画を遵守できなかっ
た。

【問題点④】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」の点検対象設備をプラント停
止中に機能要求のある設備と定め，技術検討書にて具体的内容を定め
た。その際，技術検討書の「主要な計器」においては，定期事業者検査，
使用前検査，保安規定に係る計器，定例試験に関わる計器が含められる
べきだった。しかしながら，起動前の健全性確認の考え方に基づいて検討
してしまったため，定例試験対象計器が「主要な計器」の対象からもれてし
まった。

【問題点⑤】
　計測制御グループは，「特別な保全計画」にて点検間隔を適切に定め，
それを遵守する必要があった。しかしながら，計測制御グループは，具体
的な点検間隔の評価結果を得たにもかかわらず，それを実行するための
技術検討書の作成にあたっては，点検間隔を「目安」や「極力」と付記して
定め，「特別な保全計画」の要求事項をあいまいにした。

【直接要因③】
　膨大な数の機器を一律に管理することにより，結果的に，
「特別な保全計画」に求められる安全上重要な機器への重点
管理が妨げられてしまった。

【直接要因④】
　「特別な保全計画」の対象機器分類として定めた「主要な計
器」に定例試験対象計器が含まれていなかった。

【直接要因⑤】
　技術的検討の結果として得られた明確な点検期限に対し，
「目安」という言葉を付け加え，要求事項を明確にしなかった。

【問題点①】
　計測制御グループは，プラント停止期間が300日を経過した時点で，「プ
ラント長期停止時対応マニュアル」に基づき，「特別な保全計画」を作成す
べきだった。しかしながら，長期保管中の具体的な対応内容がマニュアル
上不明確であったことから，起動前点検方法の検討のみを行い，停止中
の点検方法については検討を行わなかった。

【直接要因①】
　「プラント長期停止時対応マニュアル」において，長期保管中
の計測制御設備の具体的な対応内容が不明確な記述であっ
た。

【組織要因①】
　各計器の重要度の
分類や点検間隔等，
「特別な保全計画」に
おける計測制御設備
への要求事項を明確
に定める仕組みが不
足していた。

有効性評価
実施部署

Ｈ２４
問題点 実施部署

Ｈ２５
直接要因 組織要因 実施していく対策

【問題点⑩】
　計測制御グループは，点検長期計画表における点検周期超過の調査時
に，「特別な保全計画」に関する点検間隔超過の調査を行うべきであった。
しかしながら，計測制御グループは，「特別な保全計画」に関する点検間
隔超過の調査については上層部からの調査指示に含まれておらず，ま
た，点検実績を管理していなかったことから，ただちに調査を実施すること
は不可能と考え，調査対象外としてしまった。

分析チームによる対策案

【問題点②】
　計測制御グループは，技術検討書にて具体的な点検方針について十分
に検討した上で「特別な保全計画」を完成させるべきだった。しかしながら，
規制要求に対する時間的な余裕がなかったことから，技術検討書の具体
的な検討方針を別途定めることとして保全計画の作成を終えてしまった。

【直接要因②】
　「特別な保全計画」作成時における技術検討書の運用が不
明確だった。

【問題点⑥】
　計測制御グループは，技術検討書作成時，「特別な保全計画」に基づく
点検が必要となる条件を記載すべきだった。しかしながら，技術検討書作
成時点では，「特別な保全計画」に基づく点検が不要と判断されたことか
ら，点検が必要となる条件を明記しなかった。

【直接要因⑥】
　特定のプラント復旧工程の条件に基づく検討結果を得てい
たにもかかわらず，その前提条件となるプラント復旧工程につ
いて明記していなかった。

【問題点⑧】
　計測制御グループは，技術検討書における検討の前提条件として定め
たプラント復旧工程に変化が生じた時，「特別な保全計画」の対応方針を
変更すべきだった。しかしながら，前提条件の変化に備えた「特別な保全
計画」の具体的な管理方法を定めていなかったため，プラント復旧工程に
変化が生じた際に，すみやかに「特別な保全計画」の対応方針を変更でき
なかった。

【問題点⑨】
　計測制御グループは，取水路の隔離時にあわせて計器の点検を実施し
た際，取水路の隔離状態に関わらない他の計器についても「特別な保全
計画」に基づく点検をすみやかに実施すべきだった。しかしながら，「特別
な保全計画」に基づく具体的な点検計画表を作成しておらず，点検実績の
把握もしていなかったため，取水路の隔離状態に関わらない他の計器に
ついて，「特別な保全計画」に基づく点検をすみやかに実施する必要性に
気づかなかった。

【直接要因⑧】
　「特別な保全計画」に関して，検討の際に定めた前提条件の
変化に備えた具体的な管理方法を定めていなかった。

【問題点⑦】
　計測制御グループは，技術検討書による点検方針が定まり次第，対象
機器や点検実績を把握し，個別機器の具体的な点検計画表の作成が適
切な時期に行われるようにしておくべきであった。しかしながら，計測制御
グループは，技術検討書にて「特別な保全計画」に基づく点検が当面不要
という結論を得たことから，対象機器，点検実績の現状把握を行わず，適
切な時期に点検計画表を作成できなかった。

【組織要因対策案③】
　定例的ではない業務（3H）に
着目し，設計した手順に対す
るモニタリング及びレビューを
行う仕組みが不十分だったこ
とから，リスクの大きい非定例
業務のプロセスに対し，モニタ
リング及びレビューを行う仕組
みを構築する。
　具体的には，各グループに
てリスクの高いと思われる各
種業務の洗い出しを行い，そ
の中から，部大で保安規定違
反等の観点からリスクの高い
業務を選定し，その上で業務
内容の精査やリスク低減の対
応を進めていく。それらの取り
組みに対し，横串部門のレ
ビューを実施して，各部の活
動を支援していく。

各部

詳細検討・マニュアル改訂

詳細検討・マニュアル改訂

各グループによる業務の洗い出し

　部大でリスクの高い業務を選定

　レビュー方法の検討

レビューの実施
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